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官

E
E
/

【
概
要
}

一
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
生
涯
と
経
歴
ニ
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ

ス

の

死

三

パ

ピ

ニ

ア

l
ヌ
ス
、
二
つ
の
悲
劇
の
主
人
公
囚
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス

の
法
学
著
作
五
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
法
学
方
法
に
つ
い
て
の
若
干
の
留
意
点
六
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
法
学
的
能
力
の
-
評
価
、

(a)
古
代

(
b
)

キ
ュ
ジ
ャ
ス
お
よ
び
一
九
世
紀
末
以
来
数
十
年
の
現
代
の
多
く
の
ロ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
七
多
く
の
論
者
が
主
張
す
る
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
意
味
不
明

八

パ

ピ

ニ

ア

1
ヌ
ス
の
著
作
の
伝
承
、
と
り
わ
け
そ
の
『
質
疑
録
』
に
つ
い
て
の
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ユ
ル
ツ
の
見
解
、
「
そ
れ
は
後
古
典
期
初
期
に
後

古
典
期
の
法
律
家
の
手
が
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
」
九
前
記
二
点
に
つ
い
て
の
筆
者
自
身
の
立
場
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
難
解
な
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
、

す
な
わ
ち
、
ロ
ロ
。
・

2
お
よ
び
U

N

H

N

。
。
胃
・
の
エ
ク
セ
ゲ

l
ゼ
を
例
と
し
て
一

O

若
干
の
結
論

ニ
ア

l
ヌ
ス
の

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
大
学
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
講
師
お
よ
び
上
級
ク
ラ
ス
の
学
生
の
グ
ル
ー
プ
と
と
も
に
、
パ
ピ

『
質
疑
録
』

5
5
2
z
oロ
何
回
)
お
よ
び
『
解
答
録
』
(
河
内
印
旬
。
ロ
目
白
)
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
お
り

一
九
八
六
年
以
来
、
私
は
、
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説

ま
す
。
こ
の
テ

l
マ
の
選
択
に
つ
い
て
は
、

わ
れ
わ
れ
は
、
す
ぐ
に
一
致
し
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
多
く
の
テ
ク
ス

ト
の
思
考
の
深
さ
と
難
解
さ
を
知
っ
て
い
ま
し
た
し
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
デ
ィ
ゲ
ス
タ
法
文
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て

論

い
る
と
、
思
わ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
選
択
は
、
生
産
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
実
証
さ
れ
ま
し
た
。
多
く
の
テ
ク
ス
ト
が
非
常
に
難
解
で
、

繰
り
返
し
討
論
し
た
後
で
よ
う
や
く
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
し
た
。
私
は
、
こ
の
討
論
参
加
者
た
ち
が
刺
激
を
与
え
て
く
れ

た
こ
と
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
し
、
こ
の
点
で
は
、

ポ
ー
ル
(
同
国
・

2
0
3
氏
お
よ
び
ウ
ィ
ン
ケ
ル
(
「
。
・
巧

gz-)博
士
の
名

と
り
わ
け
、

を
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
お
よ
び
自
分
自
身
の
研
究
の
成
果
の
い
く
つ
か
を
、
私
は
、
こ
こ
で
講
演
し
た
い
と
思
い
ま

す

さ
ま
ざ
ま
な
史
料
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
、
他
の
多
く
の
法
律
家
に
つ
い
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
い
こ
と
に
比
較
し
て
、

パ
ピ
ニ

ア
l
ヌ
ス
の
生
涯
と
経
歴
に
つ
い
て
相
当
多
く
の
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
は
、
彼
は
紀
元
後
一
五

O
年
頃
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

(
l
)
 

ア
フ
リ
カ
に
生
ま
れ
た
と
い
う
テ

l
ゼ
に
は
、
十
分
な
根
拠
が
あ
り
ま
せ
ん
。
『
皇
帝
史
』

ど
こ
か
は
、
知
り
ま
せ
ん
。
シ
リ
ア
、

ま
た
は
、

記
者
た
ち

(
ω
2
e
g「
巾
日
呂
田
円
。
己
完
〉
Z
四

5
Z巾
)
に
よ
れ
ば
、
彼
は
、
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ヴ
ェ
ー
ル
ス
帝
と
大
変
将
棋
し
く
、
第
二
の
妻

(2) 

を
通
じ
て
(
官
『
印
2
E
E曲目

C
H
0
2
2
姻
族
関
係
に
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
姻
族
関
係
官
S
E
E
Z∞
)
が
成
立
し
た
の
が
彼
の
第
二
の
妻
を
通

(
3
)
 

そ
れ
と
も
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ

l
ル
ス
の
妻
を
通
じ
て
な
の
か
、
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
彼
は
、
職
歴
を

じ
て
な
の
か
、

(
セ
プ
テ

ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ

l
ル
ス
の
後
任
と
し
て
)
帝
室
金
庫
守
護
(
白
骨

c
g
g凹
宏
門
戸
)
職
か
ら
始
め
ま
し
た
。

マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ

l
リ
ウ
ス

帝
の
下
で
(
一
六
九
|
一
七
七
年
)
彼
は
、
近
衛
都
督
(
官
宮
町
巾

2
5
胃

2
gュ
。
)
の
補
佐
官

Z
2
8『
)
で
し
た
。

(
U
-
N
N
-
H
ω
・
ω
で
パ
ピ

ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、
「
余
は
近
衛
都
督
に
助
言
し
た
:
:
:
(
胃
宮
内
市
三
佐
官

sgユO
E
S
-
-
:
)」
と
書
い
て
い
ま
す
)
。

一
九
四
年
か
ら
二

O
二
年

ま
で
、
彼
は
、
嘆
願
担
当
書
記
窓
口
σ
巾
Z
Z
)
職
を
勤
め
ま
し
た

(
換
言
す
れ
ば
、
彼
は
嘆
願
担
当
局
長
官
(
包
括
広
丹
市
『

-szzz主
で
し
た
)
。
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こ
の
職
務
は
、
法
形
成
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
し
た
。
包
括

ER--σ
巴

z
z
g
の
任
務
は
、
勅
答
を
作
成
す
る
こ
と
で
し
た
。
わ
れ
わ

れ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
、

一
九
四
年
か
ら
二

O
二
年
の
間
の
こ
れ
ら
の
勅
答
を
ま
だ
ほ
と
ん
ど
研
究
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
時
期
の
勅
答

に
あ
る
決
定
と
そ
の
理
由
付
け
を
分
析
し
、
こ
れ
ら
の
勅
答
と
同
一
テ

l
マ
を
扱
う
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
デ
ィ
ゲ
ス
タ
法
文
と
を
比
較
す
る

こ
と
は
、
実
り
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
は
、
将
来
の
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
研
究
者
の
た
め
の
広
大
な
領
域
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
二

O

三
年
ま
た
は
二

O
五
年
か
ら
一
一
一
一
年
ま
で
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、
近
衛
都
督
(
官
E
P
2
5
宮
田
2
0ユ
O
)

で
し
た
。
こ
の
職
掌
と
し
て
、

彼
は
、
裁
判
を
、

と
り
わ
け
公
刑
法
の
領
域
で
、
特
別
審
理
裁
判
所
(
円
高
E
Z
O
巾同可

g
E
-
E『
冨
)
で
行
な
い
ま
し
た
。
パ
ウ
ル
ス
は
、

0
・

あ
る
担
保
問
答
契
約
証
書

(nEE)
が
、
「
法
学
者
、
近
衛
都
督
ア
エ
ミ
リ
ウ
ス
・
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
法
廷
で
(
旨

H
N
-
H

・
品
(
}
で
、

白

EF円。『問。〉
22-H岡田》告
5
2
E
匂『由市町巾丘一円)『帥巾円。コ
o
Z『昨日円。ロ回口
E)
」
読
み
上
げ
ら
れ
た
、

と
記
し
て
い
ま
す
。
育
児
貯
2
5
育
児
Z
ユ。

と
し
て
、
彼
は
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ

l
ル
ス
の
伴
を
し
て
、

(
4
)
 

彼
は
カ
ラ
カ
ラ
帝
に
よ
っ
て
職
を
解
か
れ
ま
し
た
。

ブ
リ
タ
ニ
ア
へ
旅
行
し
ま
し
た
。
こ
の
皇
帝
の
死
後
、
一
一
一
一
年
に
、

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

カ
ラ
カ
ラ
は
、

そ
の
兄
弟
で
共
同
皇
帝
で
あ
っ
た
ゲ

l
タ
を
殺
し
た
後
で
、
こ
の
死
を
元
老
院
と
国
民
に
対
し
弁
明
す
る
よ
う
に
、
パ

ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
に
頼
み
ま
し
た
。
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
は
、
こ
う
す
る
こ
と
を
拒
否
し
ま
し
た
が
、
こ
の
行
動
は
、
彼
の
著
作
に
表
れ
て
い
る

高
い
倫
理
性
を
も
っ
た
見
解
に
符
号
す
る
も
の
で
す
。
『
皇
帝
史
』

2
2
2
5
〉
高
5
S
)
に
言
及
さ
れ
て
い
る
伝
説
(
「
多
く
の
人
々
が
い

に
よ
れ
ば
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、
「
近
親
殺
人
を
弁
明
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
行
な
う
こ
と
ほ
ど
に
は
容

(5) 

易
で
な
い
(
ロ
g
g
S
F
2
Z
宮
『
『

E
a呂
田
市

H
2印
阻
『
「
円
吉
田
自
丘
町
コ
)

L

と
こ
の
皇
帝
に
答
え
た
と
の
こ
と
で
す
。
こ
の
た
め
に
、
パ
ピ
ニ
ア

1

っ
て
い
る

(
B
E
E
色国内ロロ円)」)

ヌ
ス
は
、
二
一
二
年
三
月
に
皇
帝
の
目
の
前
で
、
当
時
財
務
官

2
5
2
g「
)
で
あ
っ
た
彼
の
息
子
が
立
ち
合
う
場
で
、
皇
帝
の
要
請
に
よ

(

6

)

(

7

)

 

り
斧
で
殺
さ
れ
ま
し
た
。
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説

」
の
死
は
、
正
義
へ
の
殉
教
と
し
て
、

一
七
、

一
八
世
紀
の
二
人
の
作
家
を
触
発
し
て
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
に
つ
い
て
悲
劇
を
書
か
せ

論

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
法
律
家
が
演
劇
で
重
要
な
役
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
滅
多
に
な
い
こ
と
で
す
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、
二
つ
の

(
8
)
 

ド
イ
ツ
の
作
家
グ
リ
ュ

i
フ
ィ
ウ
ス
の

4
呂
百

-Eョ
(
こ
の
悲
劇
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ

l
タ
l
・
ネ
ル

(
9
)
 

お
よ
び
イ
タ
リ
ア
人
の
グ
ラ
ヴ
ィ

l
ナ
の

4
8
5
5
8
3
に
お
い
て
で
す
。
前
の
戯
曲
は

悲
劇
の
主
人
公
で
す
。
す
な
わ
ち
、

が
一
九
六
六
年
に
見
事
な
論
文
を
書
き
ま
し
た
)

一
六
五
九
年
に
、
後
の
は
一
七
一
一
一
年
に
公
刊
さ
れ
ま
し
た
。

回

今
度
は
、

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
著
作
に
つ
い
て
論
じ
ま
す
が
、
最
初
に
自
に
付
く
こ
と
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
残
し
た
著
作
の
量
が

相
対
的
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
て
い
る
彼
の
著
作
は
、
六
二
巻
(
巴
可
-
)
で
す
。

-
5
1
と
は
、
古
代
の
本
の
意

味
で
す
が
、
パ
ピ
ル
ス
の
巻
物
で
一
巻
が
現
代
の
印
別
物
で
約
三

O
頁
に
対
応
し
ま
す
。
比
較
の
た
め
に
、
他
の
若
干
の
法
律
家
の
残
し
た

巻
数
を
挙
げ
ま
す
と
、

ユ
リ
ア

1
ヌ
ス
一
一

O
O巻、

ポ
ン
ポ

l
ニ
ウ
ス
一
三
五

O
巻
、
パ
ウ
ル
ス
一
二
八
八
巻
、

ウ
ル
ピ
ア

l
ヌ
ス
二
一

四
四
巻
で
す
。
ポ
ン
ポ

l
ニ
ウ
ス
と
の
大
き
な
差
を
説
明
で
き
る
理
由
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
そ
の
生
涯
で
多
年
に
わ
た
っ
て
国
家
の
要

職
に
つ
い
た
の
に
対
し
、

ポ
ン
ポ

1
ニ
ウ
ス
に
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
け
れ
ど
も
、
上
記
の
他
の
三
人
の
法
学
者
と
の
違

い
に
は
、
こ
の
説
明
は
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
も
ま
た
多
く
の
国
家
の
公
職
を
勤
め
た
か
ら
で
す
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
以
後
に
生
き
た

古
典
後
期
の
二
人
の
大
法
律
家
と
の
差
に
つ
い
て
、
強
調
で
き
る
こ
と
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
著
作
の
内
容
が
大
部
分
自
分
自
身
で
考
え

て
書
い
た
こ
と
で
あ
り
、
他
の
二
人
に
比
べ
て
、
過
去
の
法
律
家
の
見
解
へ
の
言
及
が
は
る
か
に
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
パ

ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
よ
う
な
自
立
的
で
独
創
的
な
思
索
家
に
は
、
自
己
批
判
に
富
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
推
定
で
き
ま
す
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ

か
っ
そ
の
著
作
か
ら
一
-
な
い
し
複
数
の
断
片
が
現
在
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
、

ス
の
著
作
で
、

わ
れ
わ
れ
が
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
知
っ
て
お
り
、

北法44(2・4)224



以
下
の
も
の
で
す
。

ー
ー
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
、

g
qロ
o
E
r
g
B
O口。
σ
E
S
(『
都
市
保
安
官
論
単
巻
』
)

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
一
巻
か
ら
な
る
モ
ノ
グ
ラ

フ
ィ

l

|
|
『
姦
通
論
二
巻
』

(
U
巾
邑
=
-
R
コ

Z
Eユ
ロ
)

|
|
『
姦
通
論
単
巻
』
(
宮
邑

=
-
z
z
乙
5
2
2
z
z
-
R
Z
)

ー
l

『
定
義
録
二
巻
』
(
ロ
巴

5
5
E自
5
ユ
ロ
)

|
|
『
質
疑
録
三
七
巻
』

5
5色
。

EB--vユ
}
円
以
阿
〈
口
)

-

l

『
解
答
録
一
九
巻
』
(
河
内
的
℃
。
国
的
。
「
ES--σ
『
日
只
)

こ
れ
ら
の
著
作
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

最
初
の
著
作
で
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
。
品
ω
-
H
O
-
-
胃
1

印
・
に
あ
る
相
当
に
大
部
な
一
断
片
だ
け
で
す
。
こ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ

ィ
ー
は
、
現
代
で
は
行
政
法
と
呼
ぶ
も
の
の
領
域
に
あ
る
も
の
で
、
都
市
内
道
路
浄
化
四
人
宮

2
5
=
5
2
E
三
Z
H
ロ
ロ
『
官
官
話
自
己
岡
田
)

と
い
う
名
称
の
都
市
の
役
人
の
管
轄
事
項
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
役
人
の
任
務
は
、
公
道
を
通
行
で
き
る
よ
う
に
開
設
し
て
お
き
、
良
好

(
日
)

に
保
持
し
、
そ
れ
に
接
す
る
家
屋
の
状
況
が
悪
い
た
め
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
配
慮
す
る
こ
と
で
す
。

姦
通
(
白
色
E
-
Rユ
白
)
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
二
つ
の
著
作
が
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
名
前
で
伝
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
姦
通
に
関
す
る
ユ

i

リ
ウ
ス
法
律
(
Z
H

間
三
包
含
包
三
丹
市
三
一
回
)
で
、

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
は
、
既
婚
の
女
が
男
と
行
う
不
貞
、

お
よ
び
、
こ
れ
以
外
の
未
婚
の
女

と
男
と
の
聞
の
婚
姻
外
の
性
的
接
触
を
共
に
刑
罰
を
も
っ
て
威
嚇
し
ま
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
両
事
案
と
も
姦
通
(
目

E
z
q
E自
)
と
い
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
法
律
以
後
の
法
律
家
た
ち
は
、
包
三
丹
市
ユ
ロ
冒
と
淫
蕩
宝
石
Z
B
}
と
を
区
別
し
ま
す
。
前
者
で
は
既
婚
の
女
が
、
後
者
で
は

(
日
)

未
婚
の
女
が
犯
罪
者
の
一
方
と
な
り
ま
す
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、
母
包
三
丹
市
コ
拐
で
両
方
の
犯
罪
(
円
ユ

E
E
)
を
論
じ
ま
し
た
。
お
そ
ら
く

北法44(2・5)225



説

は
こ
の
た
め
に
、
彼
は
そ
の
著
作
に

〔
複
数
形
の
〕
号
邑
ロ
-
Rユ
広
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
し
た
の
で
し
ょ
う
。
最
初
の
著
作
の
真
正
性
に

つ
い
て
は
、

マ
ル
キ
ア

l
ヌ
ス
(
豆
町

2
2
5
)
が
『
註

(zogm)
』
を
書
き
加
え
て
は
い
ま
す
が
、
疑
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ピ
σ
ミ
巴
Z
c
g
コ回

論

(
『
単
巻
』
)

の
真
正
性
は
、
疑
問
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ど
の
断
片
に
も
、
間
わ
れ
:
:
:
答
え
る

2
5巾
ユ
苫
「
:
「

2
宮

E
5
」
と
い
う
図

(ロ)

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
以
後
の
法
律
家
が
、
そ
の

ρ
E巾
5
2
2
か
ら
抜
粋
し
て
、
こ
の
著
作
を
纏
め
た
の

式
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
、

で
し
ょ
う
。
こ
の
問
題
は
、
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
き
ま
す
。

二
巻
の

U
市町

g
E
8
2
の
内
容
は
、
重
要
な
法
概
念
を
簡
潔
に
定
式
化
し
て
表
し
た
も
の
で
、

そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
非
常
に
示
唆
に
富
む

も
の
で
す
。
他
の
法
律
家
と
の
論
争
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、
こ
の
著
作
で
は
断
念
し
ま
し
た
。

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク
を
扱
う
両
主
著
、

ρ
E
2
c
cロ
g
と日出

2-uoロ
Z
と
を
著
し
た
時
間
的
順
序
は
、
難
な
く
確
定
で
き

ま
す

o
C
5
2
2
0ロ
2
が
よ
り
古
い
作
品
で
す
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が

ρ
5
2
t
oロ
2
第
一
五
、

一
九
、
二
九
、
三
六
巻
の
テ
ク
ス
ト
で
の
、

皇
帝
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ

l
リ
ウ
ス
お
よ
び
コ
モ
ド
ゥ
ス

(
「
神
皇
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
コ
モ
ド
ゥ
ス
(
丘
三
宮
即
『

2
M
2
ゎ
。
ョ
ヨ
O
【吉田

仲田℃巾「
M
W

円。『巾印)」)

な
ら
び
に
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ

l
ル
ス

(
「
わ
れ
ら
が
最
良
の
皇
帝
セ
ウ
ェ

l
ル
ス
(
。
宮

5
5
5胃
Z
Z『

ロ。印丹市『

ω巾
〈
巾
『
巴
凶
)
」
)

へ
の
言
及
の
仕
方
か
ら
推
論
し
て
、

そ
の

ρ
ロ
宮
田
Z
O
ロ
2
を
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ

i

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、

ル
ス
が
単
独
で
皇
帝
で
あ
っ
た
、

一
九
三
年
か
ら
一
九
八
年
ま
で
に
書
い
た
、

よ
り
新
し
い

と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
河
内
的
旬
。
口
出
血
は
、

も
の
で
す
。
す
で
に
第
一
巻
、

さ
ら
に
は
第
一
六
巻
で
も
、

セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ

1
ル
ス
と
カ
ラ
カ
ラ
が
在
位
中
の
皇
帝
と
し
て
引

か
れ
て
い
ま
す
。
第
四
巻
で
は
、
一
一

O
六
年
の
両
皇
帝
に
よ
る
一
宣
示
(
O
『
阻
ま
)
が
論
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
河

g
宮
口
印
白
は
、
少
な
く
と
も

大
部
分
が
、

お
そ
ら
く
は
全
部
が
、

セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ

l
ル
ス
と
カ
ラ
カ
ラ
の
共
同
統
治
下
で
、

し
た
が
っ
て
、

一
九
八
年
か
ら

一
一
一
一
年
の
問
に
書
か
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
こ
の
作
品
を
一
三
二
年
三
月
の
彼
の
死
の
少
し
前
に
完
成
さ
せ
た
、

い
う
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
両
作
品
の
体
系
は
、

ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
の
『
デ
ィ
ゲ
ス
タ

(O-
岡市印
S
)
』

の
体
系
で
す
。
諸
テ

l
マ
の
扱
い
で
は
、

北法44(2-6)226

と



ま
ず
告
示
の
順
序
に
従
い
、
こ
れ
に
法
律
宕
岡
市
印
)
と
皇
帝
の
勅
法
と
に
関
連
す
る
具
体
的
事
案
を
め
ぐ
る
議
論
が
続
き
ま
す
。
両
作
品
と
も
、

過
去
の
共
和
政
期
お
よ
び
元
首
政
期
の
最
初
の
二
世
紀
聞
の
法
律
家
の
意
見
、
な
ら
び
に
、
皇
帝
の
勅
法
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
紀
元
後

一
世
紀
で
は
サ
ピ

l
ヌ
ス
が
、
二
世
紀
で
は
ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
が
も
っ
と
も
多
く
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
は
、

一
九
世
紀
後
半

の
ド
イ
ツ
音
楽
史
上
の
ワ

l
グ
ナ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

ユ
リ
ア

i
ヌ
ス
以
後
に
著
作
活
動
を
行
な
っ
た
古
典
期
法
律
家
の
何
人
も
、
彼

の
影
響
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
前
世
紀
の
最
後
の
数
十
年
間
の
ド
イ
ツ
の
作
曲
家
が
ワ

l
グ
ナ

l

の
影
響
を
免
れ
な
か
っ
た
の
と
同
じ
で
す
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
も
、

た
し
か
に
、

ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
か
ら
も
っ
と
も
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
し

た

o
C
5
2
z
oロ
g
に
は
パ
ウ
ル
ス
が
、

-N2宮
ロ
留
に
は
パ
ウ
ル
ス
と
ウ
ル
ピ
ア

l
ヌ
ス
が
『
註
(
口
三
月
)
』
を
書
き
ま
し
た
。
パ
ピ
ニ
ア

l

ヌ
ス
の
こ
の
両
作
品
と
も
、
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク
な
性
格
を
も
っ
て
い
ま
す
。
共
に
具
体
的
法
的
事
案
を
内
容
と
し
て
い
ま
す
。

F
4
0ロ
Z
は、

こ
れ
だ
け
に
限
ら
れ
ま
す
。
議
論
の
た
め
に
出
さ
れ
た
事
案
は
、
す
べ
て
、
法
実
務
か
ら
で
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

ρ
5
2
2
3
2
は、

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

パ
ピ
ニ
ア
!
ヌ
ス
が
考
案
し
た
事
案
も
論
じ
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
、
教
義
学
的
な
議
論
も
含
み
、
出
発
点
と
な
っ
た
事
案
の
解
決
に
は
必

要
な
い
諸
事
案
も
論
評
し
、
提
案
し
た
解
決
に
不
利
な
反
対
論
拠
に
も
気
を
配
り
、
時
に
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
弟
子
た
ち
と
の
討
論
も

(
日
)

再
現
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
義
学
的
要
素
は
、

ρ
5
2
2
0ロ
2
に
お
い
て
、
回
出

2
-
5
5白
に
お
い
て
よ
り
も
強
く
出
て
い
ま
す
。

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
著
作
リ
ス
ト
を
概
観
し
て
、
自
に
付
く
の
は
、
市
民
法
(
冨
印
丘
三
万
)
註
解
(
『
サ
ピ

l
ヌ
ス
註
解
』

(
}
5
2
邑

お
よ
び
告
示
註
解
(
『
告
示
註
解
』

(-F己
主
主
E
E
B
)
)

∞
即
月
比
ロ
ロ
自
)
)

な
ら
び
に
入
門
者
用
教
科
書
(
『
提
要
』
(
宮
笠
宮

gロ
2
)
)
7s 
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
り
え

5
E
g
g
は
、
教
義
学
的
側
面
と
な
ら
ん
で
、
教
育
用
と
し
て
の
側
面
も
も
っ
て
い
ま
す
。
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パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
法
学
の
方
法
お
よ
び
文
章
表
現
の
若
干
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
、

デ

五ィ
ゲ
ス
タ
に
収
録
さ
れ
た
彼
の
断
片
の
多
く
を
研
究
し
て
わ
れ
わ
れ
の
目
に
付
い
た
こ
と
で
あ
り
、

宇
品
れ
~
、

そ
の
大
部
分
は
す
で
に
過
去
の



説

{
H
H
)
 

論
者
た
ち
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
私
が
述
べ
ま
す
こ
と
は
、
す
べ
て
、
暫
定
的
な
も
の
で
す
。
何
十

パ
ピ
ニ
ア
l
ヌ
ス
は
、
|
|
彼
の
多
く
の
テ
ク
ス
ト
の
エ
ク
セ
ゲ

I
ゼ
と
そ
こ
に
含
ま
れ
た
解
決
の
分
析
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
確
信
を

北法44(2・8)228

年
に
も
渡
る
数
多
く
の
ロ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
に
よ
る
研
究
が
な
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
こ
の
点
で
も
っ
と
決
定
的
な
結
論
を
得
る
こ
と
が
可
能
に

論

な
る
で
し
ょ
う
。

も
っ
た
こ
と
で
す
が
l
|
鋭
敏
な
感
覚
を
も
ち
、
深
く
堀
り
下
げ
て
考
え
る
、
法
学
の
思
索
家
で
し
た
。
彼
は
、
独
力
で
、
人
に
頼
る
こ
と

な
く
自
ら
の
法
的
決
定
に
到
達
し
ま
し
た
。
彼
は
論
争
し
ま
し
た
が
、

し
か
し
、

そ
れ
は
抑
制
が
効
い
て
い
て
、
苛
烈
に
な
る
こ
と
は
決
し

で
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
パ
ピ
ニ
ア
l
ヌ
ス
は
、

と
り
わ
け
、

i
l
こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
、
概
念
形
式
や
一
般
的
法
理
論
の
問
題
に
も
注

目
し
て
い
ま
し
た
が
l
ー
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク
の
巨
匠
で
し
た
。
こ
の
上
な
い
的
確
さ
で
、
彼
は
、
実
務
で
出
て
く
る
法
的
事
案
の
解
決
を
見

い
だ
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
彼
は
、
他
の
類
似
の
事
案
へ
の
調
整
を
行
な
い
ま
し
た
。
彼
は
類
似
の
他
の
事
案
を
挙
げ
、

そ
れ
を
同
様
の
も

の
と
み
て
、
類
似
の
事
案
で
の
解
決
か
ら
処
理
す
べ
き
事
案
の
解
決
を
推
論
し
ま
し
た
。
ま
た
、
彼
は
別
の
類
似
の
事
案
を
挙
げ
、
そ
れ
を

あ
る
重
要
な
点
で
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
見
て
、

そ
こ
か
ら
、
問
題
の
事
案
で
は
解
決
が
異
な
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
、
論
証
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
古
典
期
の
他
の
法
律
家
も
し
た
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
パ
ピ
ニ
ア
l
ヌ
ス
の
こ
の
事
案
比
較
の
方
法
の
用
い
方
は
、
名
人
芸

で
し
た
。
私
が
一
般
的
・
抽
象
的
に
立
て
た
こ
れ
ら
の
命
題
の
正
し
さ
は
、
多
く
の
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
法
文
の
正
確
な
解
釈
に
よ
っ
て
初

め
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
な
り
ま
し
ょ
う
。
第
九
節
で
パ
ピ
ニ
ア
l
ヌ
ス
の

ρ
E巾印片岡
O
ロ
2
か
ら
の
二
つ
の
デ
ィ
ゲ
ス
タ
法
文
を
例
と

し
て
、
説
明
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

(
日
)

わ
れ
わ
れ
以
前
の
何
人
も
の
ロ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
が
す
で
に
観
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
パ
ピ
ニ
ア
l
ヌ
ス
は
、
倫
理
的
・
道
徳
的
諸
価
値
に

注
目
し
、

そ
れ
ら
を
重
視
し
ま
し
た
。
た
い
て
い
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
価
値
は
、
た
と
え
ば
、
差
恥
心
(
〈

2
2ロ
ロ
丘
三
、
思
義
(
宮
市
沖
即
日
)
、

礼
儀
正
し
さ
(
巾
包
注
目
先
g)
、
衡
平
(
白

2
5
g凹
)
と
い
っ
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
パ
ピ
ニ
ア
l
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
法
発
見
に
際
し
て
、



こ
れ
ら
の
価
値
に
適
合
す
る
解
決
、

も
し
く
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
に
矛
盾
し
な
い
解
決
を
得
る
た
め
の
論
拠
と
な
る
も
の
で
す
(
た
と

え
ば
、

0
・N
∞
-
N
E・
o・
5
・
叶
・
。
胃
・
お
よ
び

0
・
コ
-
N
・
∞
ご
。
時
に
は
、
彼
は
、
当
事
者
の
態
度
が
道
徳
的
に
は
異
な
っ
た
評
価
を
下

Z-切目
N

m

H

・
参
照
)
。

そ
れ
は
法
的
に
は
決
定
に
影
響
を
及
ぽ
す
べ
き
で
は
な
い
と
も
、
認
め
て
い
ま
す

(U-

(
日
)

マ
イ
ヤ
!
日
マ
リ

1
の
最
近
出
た
見
事
な
論
文
に
よ
っ
て
、
〈
市

2
2
E
E
と
い
う
単
語
が
他
の
ど
ん
な
法
律
家
に
お

す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
あ
っ
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
単
語
は
、

0
・N
∞・叶・

(
げ
)

H
m

・
o-Z-
∞-
N
何
回
お
よ
び

0
・
H

∞
・
斗
め
買
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
有
名
な
テ
ク
ス
ト
は
、

0
・N
∞・叶
-
H

切
で
す
。

け
る
よ
り
も
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
に
お
い
て
出
る
頻
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
を
、

ヨ
ロ
ロ
日
・
。
巳
同
三
円
百
四
】
O
円E
g
g
-
回口
σ
円
。
ロ
丘
三
。
ロ
巾
凹
円
『
G
E∞
『
巾
「
巾
印
・
。
匡
由
同
国
的
巾
ロ
白
E
∞白戸田門司同
ι
ロ円巾同】印』国間)『。
σ白
ロ
?
同
巾
印
円
曲
目
巾
ロ
宮
田

E
m『
自
巾
仲
間
】
同
庁
『
3
・
虫
色
円
。
ロ
【
2
2
0
回。ロ

B凶
Z
5
2
C回目凶
Z
E
g
g
-
ロ国
g
A
E
m
w
巾同白円
g

g
巾
色
ロ
ロ
仲
立
巾
g
丹
市
田
市
阿
国
的
色
昌
弘
同
O
ロ市岡田

〈市『巾門戸同ロ円巴曲目白
O
日門司白宮市?ロ仲間巾同戸内『白巴円巾『【同一岡市『
F
B
-

円。口同『白

σ。ロ
O
∞
B

O
『
巾
回
出
ロ
ロ
F

ロ
2
P
2司市ロ
O
目安)帥田町内『巾円四巾口弘ロ富市印丹・

父
の
権
力
下
に
あ
る
息
子
が
、
元
老
院
ま
た
は
元
首
が
承
認
し
な
い
条
件
を
付
さ
れ
て
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
父
の
遺
言

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

を
無
効
に
す
る
。
あ
た
か
も
こ
の
条
件
が
同
人
の
権
能
の
内
に
な
い

〔
息
子
に
と
っ
て
不
能
で
あ
る
〕

か
の
ご
と
く
に
。
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
の
恩
義
、
礼
儀
正
し
さ
、
差
恥
心
を
損
な
い
、

一
般
的
に
い
え
ば
、
良
俗
に
反
し
て
な
さ
れ
る
行
為
を
わ
れ
わ
れ
は
行
な
う

」
と
が
で
き
な
い
と
も
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

」
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、

パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
は
、

2
2
2
E
E
を
他
の
一
一
一
つ
の
倫
理
的
価
値
概
念
、

す
な
わ
ち
、
恩
義
(
宮
市
仲
曲
目
-

2
-
E再
開
市
町
田
町
-
)
、
礼
儀
正
し
さ
(
巾
丘
三
百
白
己
0

・〉

S
S
E
-間
宮
芝
、
良
俗
(
U
C
E

目。「

2
・問
E
R
旨
丹
内
ロ
)
と
一
緒
に
用
い
て
い
ま
す
。
父
の
権

力
下
に
あ
る
息
子
を
、
父
は
、
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
自
己
の
相
続
人

(
F
2
2
2
5
)
に
指
定
す
る
こ
と
は
、

一
般
的
に
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
被
相
続
人
の
死
の
時
点
で
こ
の
息
子
が
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
廃
除
さ
れ

た
の
か
が
、
確
か
で
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
本
題
の
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
テ
ク
ス
ト
の
事
案
で
は
、
息
子
が
そ
の
父
に
よ
っ
て
、
あ
る
随
意
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説

条
件
付
で
相
続
人
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
条
件
は
、

一
般
的
に
は
息
子
の
相
続
人
指
定
に
付
加
す
る
こ
と
が
可
能
で
し
た
が
、

そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
事
案
で
は
息
子
が
父
の
相
続
人
に
な
る
か
ど
う
か
が
息
子
自
身
に
係
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
本
題
の
テ
ク
ス
ト
の
遺

論

言
の
随
意
条
件
は
、
け
れ
ど
も
、
元
老
院
議
決
ま
た
は
皇
帝
の
勅
法
に
反
す
る
も
の
で
し
た
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
本
件
息
子
に
は

こ
の
条
件
を
成
就
す
る
こ
と
が
道
徳
的
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
条
件
は
本
物
の
随
意
条
件
で
は
な
く
、
不
能
条
件
で
あ
っ
て
、

ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
判
断
で
は
、

し
た
が
っ
て
、
息
子
は
無
遺
言
相
続
人
と
し
て

そ
の
必
然
的
な
結
果
と
し
て
、
父
の
遺
言
は
無
効
と
な
り
、

行
動
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
書
く
と
こ
ろ
で
は
、

わ
れ
わ
れ
の
立

2
2・
巾
巴
的
色
昌
巳
5
、

お
よ
ぴ
、

2
2
2
E
E
を
損
な
い
、

そ
し
て
良
俗
に
反
す
る
行
為
を
わ
れ
わ
れ
が
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

も
ち
ろ
ん
認
め
る
べ

く
も
な
い
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

元
首
の
勅
法
(
円
。
目
的
Z
E
C
O
匂
巴
日
目
立
印
)
違
反
に
対
す
る
こ
の
留
意
か
ら
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
方
法
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
メ
ル
ク
マ

l

(
児
)

ル
、
す
な
わ
ち
、
皇
帝
の
勅
法
へ
の
注
目
が
大
き
い
こ
と
へ
と
、
本
講
演
も
移
っ
て
い
き
ま
す
。
レ

l
ネ
ル

(
F
E
S
の
パ
リ
ン
ゲ
ネ

l
ス

ィ
ア

(2-百
四
巾
ロ
2
5
)
に
あ
る
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
七
四
九
の
断
片
に
は
、
勅
法
の
参
照
が
一

O
O箇
所
見
付
け
ら
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
、

こ
れ
は
、

八
年
半
に
わ
た
っ
て
文
書
発
給
官
と
し
て
勅
答
を
作
成
し
た
法
律
家
に
と
っ
て
は
、
決
し
て
驚
く
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

コ
ス
タ
は
、
早
く
も
一
九
世
紀
末
に
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
を
主
題
と
す
る
彼
の
著
書
の
な
か
で
、
こ
の
法
律
家
に
あ
る
種
の
緊
張
関
係
が

(
印
)

|
|
少
な
く
と
も
彼
が
研
究
し
た
契
約
法
の
領
域
で

l
l
伝
統
と
革
新
と
の
間
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
ジ
ュ
フ
レ
は
、

一
九
七
六

年
に
発
表
し
た
示
唆
に
富
む
論
文
で
、
こ
の
考
え
を
い
わ
ば
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

i
フ
と
し
て
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。
な
ん
と
い
っ
て
も
、
彼
の
論

(
初
)

文
の
タ
イ
ト
ル
が
、
「
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス

γ

伝
統
と
革
新
の
聞
で
」
な
の
で
す
か
ら
。
こ
の
テ

l
マ
は
、
改
め
て
研
究
す
る
価
値
が
あ
り
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
が
差
し
当
り
も
っ
て
い
る
印
象
で
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
確
か
に
彼
以
前
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
概
念
や
規
範
を
適
用
し
て
い
ま

す
が
、

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
具
体
的
法
的
事
案
の
新
し
い
解
決
を
非
常
に
多
く
提
示
す
る
こ
と
の
妨
げ
に
は
、
決
し
て
な
り
ま
せ ノf
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ん
で
し
た
。
保
守
的
な
法
律
家
で
は
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
彼
に
お
い
て
は
革
新
の
要
素
が
伝
統
の
要
素
よ

り
も
は
る
か
に
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
で
す
が
、
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
仕
事
の
や
り
方
を
、
彼
よ
り
も
半
世
紀
前
に
活
躍
し
た
他
の
法
律
家
、
ユ
リ
ア

l

ヌ
ス
の
や
り
方
と
対
比
し
て
み
ま
す
。
両
者
と
も
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク
の
巨
匠
で
し
た
。
私
が
思
う
に
は
、

ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
の
方
が
教
義
学
的

な
面
が
若
干
少
な
く
、
実
践
的
な
面
が
若
干
多
く
、
有
用
性

(
E
E
E
a
が
前
面
に
出
る
度
合
い
が
若
干
強
く
、
と
り
わ
け
、
彼
に
お
い
て

は
妥
当
な
結
果
が
最
重
要
で
し
た
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
と
並
ん
で
、
教
義
学
的
に
見
て
正
し
い
理
由
付
け
と
い
っ
た
も

の
も
重
要
で
、
彼
の

C
5
2
2
g
g
に
は
教
義
学
的
な
議
論
も
認
め
ら
れ
ま
す
し
、

よ
い
概
念
形
成
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
も
、

そ
の

U
え
E
E
Oロ
2
か
ら
明
ら
か
に
な
る
と
お
り
で
す
。

か
く
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
方
法
の
最
後
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
論
ず
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
彼
は
、
教
義
学
や
体
系

化
の
面
で
も
、

ま
た
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
一
般
法
理
論
と
呼
ぶ
面
で
も
重
要
な
成
果
を
上
げ
た
こ
と
を
誇
り
に
し
て
よ
い
人
で
し
た
。

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

ロ
ー
マ
の
法
概
念
の
示
唆
に
富
む
記
述
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
三
つ
の
例
を
挙
げ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

(
幻
)

法
律
概
念
、
市
民
法
(
吉
明
円

E
Z
)
、
法
務
官
法

(E∞
胃
白

2
0コ
ロ
ヨ
)
の
定
義
で
す
。
法
律

(ZH)
の
い
く
つ
か
の
要
素
に
つ
い
て
の
彼
の
記

述
は
、

0
・日

ω
H
に
見
い
だ
さ
れ
ま
す
。
「
法
律
と
は
、
共
通
の
規
則
、
賢
慮
あ
る
人
々
の
決
定
、
故
意
ま
た
は
無
知
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ

。
巾
片
岡
田
正
。
ロ
冊
目
に
は
、

る
罪
過
の
抑
制
、

国
家
の
た
め
の
共
通
の
誓
約
で
あ
る
(
戸
市
岡
市
伯
仲

g
B
B
E巾
℃
『
白

2
3
Z戸
三

Z
E
B
U
E母国円
E
B
S
S
E
-
E戸

号
-
E
C
E
B
G
E忠
∞
宮
ロ
丹
市
〈
巾
ご
間
口
。
『
白
ロ

E
g
z
z
E
E
C「口
2
5
E
0・
2
ヨヨロロ回目同・
2

吉
Z-n忠
告

0
5
5
)
」
。
興
味
深
い
の
は
、

パ
ピ
ニ

~t法44(2 ・ ll)231 

ア
l
ヌ
ス
が

0
・
H

・
H

・
斗
官
・
で
の
市
民
法
の
「
定
義
」
に
お
い
て
耳

E
R
a
-か
ら
出
て
く
る
」
)
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
、
現

代
の
「
法
源
(
河
内
円
宮
∞
宮
内
野
ご
と
い
う
概
念
に
い
か
に
接
近
し
て
い
る
か
、
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
「
市
民
法
は
、
法
律
、
平
民
会
決

議
、
元
老
院
議
決
、
元
首
の
裁
決
、
賢
慮
あ
る
人
々
の
権
威
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
あ
る

2
5
n王
宮
市
凹
?
宮

a
z
g包
U
5・
1
s
z



説

日円

E
∞-
M
g白同
5
S
E
E
-
c
p
a
2
5
5
司
ユ
ロ
己
宮

B
・
2
円円。コ

g
丹
市
胃

E
g
c
z
B
〈
巾
巳
門
)
」
。
法
務
官
法
に
つ
い
て
の
彼
の
概
念
規
定
は
、

ロ

北法44(2・12)232 

マ
の
こ
の
法
の
層
の
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
実
に
よ
く
再
現
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
概
念
規
定
が
今
日
で
も
な
お
ロ

l
マ
法
史
の
ほ
と

論

ん
ど
す
べ
て
の
教
科
書
で
見
ら
れ
る
ほ
ど
で
す
。
デ
ィ
ゲ
ス
タ
編
纂
者
た
ち
は
、
こ
の
概
念
規
定
を

0
・
H

・
H
-

斗-
H

に
収
録
し
ま
し
た
。

「
法
務
官
法
と
は
、
法
務
官
た
ち
が
公
共
の
利
益
を
計
る
目
的
で
市
民
法
を
助
勢
し
、
補
充
し
、
匡
正
す
る
た
め
に
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
名
誉
法
と
も
い
わ
れ
る
が
、
法
務
官
の
官
職
と
し
て
の
名
誉
を
考
慮
し
て
、

」
の
よ
う
に
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る

2
5

同】『白巾昨
O
Z
Z富
市

2
・
0zos
匂『同町宮『

2

5
可
。
色
巴
岡
市
コ
百
円
曲
全
巳
〈
田
口
内
出
〈
巾
}
印
ロ
匂
立
巾
ロ
丘
〈
巾
}
円
。
『
ユ
岡
市
ロ

E

Z
ユ
凹
丘
三

ZF日
間

ZZMW
匂円。司丹市「

ロ江口

g
g
g
同)EV--門担ヨ・

s
z
o
a
z
v
oロ
。
『
白
『
呂
田
門
出
向
一
宮
『
白
色

FOロ
。
『
巾
自
問
】
『
白
角
川
丹
。
「
ロ
呂
田
』
門
口
。
昌
吉
田
吉
宮
・
)
」
。

こ
の
節
の
最
後
に
、
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
文
章
表
現
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
一
つ
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
決
定
さ
れ
る
べ
き
事
案
も
法
的

決
定
も
彼
が
再
現
し
た
も
の
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
短
さ
で
す
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
こ
の
極
度
に
圧
縮
し
た
ス
タ
イ
ル
が
、
こ
の
法

律
家
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
法
文
の
難
度
が
高
い
こ
と
の
も
っ
と
も
重
要
な
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
彼
の
同
時
代
人
で
さ
え
も
、

た
し
か
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
早
く
も
問
題
を
抱
え
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
例
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
極
度
に
圧
縮
し
た
文
章
表
現
の
場
合

を
二
つ
挙
げ
ま
す
0

0
・
ロ
・
。
・

2
(第
九
節
で
論
ず
る
テ
ク
ス
ト
)
に
、
間

-
z
s芯
号
玄
円
。
『
印
。
-
2丹
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
何
週
間

も
か
か
っ
て
、

よ
う
や
く
私
は
、

z
a
Z
を

g
Z芹
に
結
び
付
け
て
は
な
ら
ず
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
巴

Z
・
0
5
2
門出巾

$
5
5円
g
F
E
Z
-同
(
「
一
定
の
時
点
か
ら
債
務
者
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
支
払
っ
た
場
合
に
は
L
)

、
と。

こ
れ
に
匹
敵
す
る
短
さ
の
例
が
、
。
・

5
・
斗
・
。
胃
・
に
見
い
だ
さ
れ
ま
す

o
g
-
-
-
M
R
E
-
-
-
白
2
0
5
P円
Z
8
2
3
0ロ
富
ニ
ロ
巾
『
釦
丹
市
民
再
三

c
g

2
5
2
Z『
・
わ
れ
わ
れ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
ポ

1
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
白

-
5
5
同白
2
0
を
「
あ
る
な
ん
ら
か
の
事
実
に
よ
っ
て
」

と
訳
し
た
の
で
は
、
十
分
意
味
が
と
れ
ま
せ
ん
。
次
の
よ
う
に
訳
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
「
女
奴
隷
が
追
奪
さ
れ
る
が
、

(
勾
)。

と

そ
れ
が
、
取

り
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
反
す
る
な
に
か
が

(
買
主
に
よ
っ
て
)

な
さ
れ
た
後
で
あ
っ
た
場
合
に
は
」
、



.... 幽

"、
今
度
は
、
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
法
学
の
能
力
に
関
す
る
、
古
代
の
彼
以
後
の
法
律
家
や
皇
帝
た
ち
の
評
価

(a)
、
お
よ
び
キ
ュ
ジ
ャ
ス
、

さ
ら
に
一
九
世
紀
末
以
来
の
現
代
の
ロ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
の
評
価

(
b
)

に
つ
い
て
、
手
短
に
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

早
く
も
彼
以
後
の
古
典
期
の
法
律
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
ま
し
た
。
ト
ニ

l
・
オ
ノ
レ

(
お
)

が
そ
の
著
書
『
ウ
ル
ピ
ア

1
ヌ
ス
』
(
一
九
八
二
年
)
で
採
録
し
た
デ

l
タ
で
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
数
、
も
っ
と
も
こ
の
数
は
、
お
そ

(

M

)

(

お
)

ら
く
は
そ
の
著
書
『
ガ
イ
ウ
ス
』
(
一
九
六
二
年
)
で
の
法
律
家
ポ
ン
ポ

1
ニ
ウ
ス
に
関
す
る
数
と
同
様
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

モ
ム
ゼ
ン
、

(
a
)
 

こ
の
数
に
よ
れ
ば
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
に
ウ
ル
ピ
ア

l
ヌ
ス
が
一
一
六
回
、
パ
ウ
ル
ス
が
五
回
、

マ
ル
キ
ア

l
ヌ
ス
が
一
四
回
言
及
し
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
法
律
家
た
ち
は
、
|
|
ほ
と
ん
ど
常
に
批
判
す
る
こ
と
な
く
|
|
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
見
解
を
再
現
し
、
「
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ

ス
が
言
っ
た
(
喝
さ

E
E
5
a
E
C
」
、
「
書
い
た
す
可
否
岳
)
」
と
い
う
言
葉
に
、
時
と
し
て
、
「
正
当
に
も
(
「

2
5
」
と
か
「
鋭
敏
か
つ
的

確
に
(
包
括

g
g『
)
」
と
い
っ
た
称
賛
の
副
調
を
付
け
加
え
て
い
ま
す
。
大
部
分
が
古
典
期
の
提
要
教
科
書
か
ら
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
ユ
ス
テ

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

ィ
ニ
ア

l
ヌ
ス
帝
『
法
学
提
要
』
に
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
七
回
引
用
さ
れ
、
ゴ
ル
デ
ィ
ア

l
ヌ
ス
帝
か
ら
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア

1
ヌ
ス
帝
ま

で
の
勅
法
で
一
五
回
、

ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア

l
ヌ
ス
帝
の
勅
法
で
一

O
回
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
早
く
も
、

デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア

l
ヌ
ス
帝
と
マ

ク
ス
ィ
ミ
ア

l
ヌ
ス
帝
は
、
彼
を
あ
る
勅
法
で
(
り

ω
・
コ

-Z)
「
こ
の
上
な
く
賢
慮
に
富
む
人
(
三
『
胃

E
S
E
3
5
5
)
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
帝
か
ら
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア

1
ヌ
ス
帝
ま
で
の
後
古
典
期
で
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
ほ
ど
大
き
な
権
威
と
名
声
を
も
っ

た
ロ

l
マ
の
法
律
家
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
帝
は
、
三
一
一
一
年
の
勅
法
令
・
、

3
H
品

-H)
で
、
ウ
ル
ピ
ア

i
ヌ
ス

と
パ
ウ
ル
ス
が
書
い
た
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
へ
の

(
E
F宮
巳
自
己
旨
)
『
註
(
ロ
2
2
)
』
を
法
廷
で
用
い
る
こ
と
を
禁
止
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら

の

『
註
』
に
よ
っ
て
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
考
え
が
改
善
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
|
l
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
帝
が
規
定
す
る
よ
う
に

l
l
歪

め
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
同
じ
こ
と
は
、

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
ロ
σユ
号
包
三
宮
『

5
に
マ
ル
キ
ア

1
ヌ
ス
が
付
し
た

『
註
』
に

お
そ
ら
く
、

北法44(2・13)233



説

(
お
)

も
起
こ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
四
二
六
年
の
テ
オ
ド
ス
ィ
ウ
ス
二
世
帝
・
ヴ

7

レ
ン
テ
ィ
ニ
ア

l
ヌ
ス
三
世
帝
の
引
用
法
令
・
、
H
d
・

-hp・

(
幻
)

ど
が
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア

l
ヌ
ス
帝
の
直
前
一
世
紀
聞
に
お
け
る
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
権
威
の
優
佐
に
、
お
そ
ら
く
は
も
っ
と
も
よ
く
貢
献
し

論

ガ
イ
ウ
ス
、

た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
法
律
以
後
は
、
裁
判
官
の
面
前
で
は
、

パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
、
パ
ウ
ル
ス
、

ピ
ア

l
ヌ
ス
、
モ
デ
ス
テ
ィ

l
ヌ
ス
の
著
作
だ
け
し
か
引
用
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
裁
判
官
は
、
こ
れ
ら
の
法
律
家
の
多
数
意
見
に
従
い
、

い
く
つ
も
意
見
が
あ
る
場
合
に
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
に
従
っ
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
後
古
典
期
の
非
法
律
家
著
作
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
彼
は
美
辞
麗
句
を
も
っ
て
飾
り
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
、
た
と
え
ば
、
カ
ッ
ス
ィ
オ

(総
)

(

m

m

)

ド
ー
ル
ス
、
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ

1
ル
ス
伝
合
二
・
八
)
の
著
者
で
、
後
者
は
、
彼
を
「
法
の
駆
込
所
、
法
学
識
の
宝
庫
(
百
ユ
印

曲
師
〕
ニ
ロ
自
立
色
。

2
2
5白巾
g
m白
-
Z
S巾
田
富
『
ロ
印
)
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

ベ
ー
ル

l
ト
お
よ
び
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ

l
プ
ル
の
法
学
校
の
第
三
学
年
の
学
生
は
、

五
三
三
年
以
前
に
は
、

と
く
に
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス

の
著
作
を
学
ぶ
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
徒

(E立ロ
3
2
2
2
)
と
称
し
、
こ
の
学
年
の
終
わ

り
に
、

ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア

l
ヌ
ス
帝
が
そ
の
勅
法

d
ヨ
Z
S
3
(
y
h
H
)
で
保
持
し
た
お
祭
り
を
祝
い
ま
し
た
。

ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア

l
ヌ
ス
帝
の
勅
法
(
中
で
も
勅
法
己
巾

2
2
2ぺ
閉
め
お
よ
び
勅
法

d
自ロ

2
3
2
)
お
よ
び
若
干
の
新
勅
法
に
お
い
て
、

(
鉛
)

パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
は
、
常
に
(
一
五
回
)
最
高
の
称
賛
を
も
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
五
二
九
年
一

O
月
三
日
の
勅
令
(
の
・
。

-
C・
ω
。)

で
は
、

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、
「
こ
の
上
な
く
鋭
敏
な
才
能
の
持
主
、
功
績
は
他
の
先
人
に
優
る
(
白

2
吾
包
回
目
冨
岡
市
口
広
三
『

2

2巾『
g
E
R

白
-
5印内岡町内

--g印
)
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
当
時
は
、

ト
リ
ボ
ニ
ア

1
ヌ
ス
は
、

ま
だ
聖
宮
殿
の
財
務
官

2
5
2
Z『
gnユ
匂
巳
丘
一
』
)
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
五
三

O
年
以
降
、

つ
ま
り
ト
リ
ボ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
こ
の

S
E
2
g「
に
任
命
さ
れ
た
後
も
、

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、

な
お
依
然
と
し
て
、
「
傑
出
し
た
才
能
を
も
ち
す
宮
内
-
2
5官
EF)
」
、
「
こ
の
上
な
く
美
徳
の
あ
る
(
宮

-nFR「
5
5
)
」
、
「
こ
の
上
な
く
気
高

い(帥ロ

σ-FEZ-昌
C
M
)

」
と
称
さ
れ
ま
し
た
が
、

も
は
や
「
他
の
先
人
に
優
る
窓
口
広
田
口
。
∞
巾
同
門
巾
-
Z
ロ
回
)
」
と
は
称
さ
れ
な
く
な
り

し
か
し
、

ウ

lレ

北法44(2・14)234 



ま
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
勅
法
で

2
σ
-
5
-
Z
5
5
等
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
典
期
法
学
者
の
著
作
の
断
片
の
ア

ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
も
ま
た
、

ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
五
三
三
年
二
一
月
三

O
日
に
法
律
と
し
て
発
効
し
、
こ
れ
に
デ
ィ
ゲ
ス
タ
(
虫
海
洋
三
と
い
う
名
称
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
は
大
ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
を
讃
え
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
の
で
し
た
。
編
纂
者
が
抜
粋
し
た
古
典
期
法
律
家
の
著
作
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
、
こ

の
作
成
の
責
任
者
は
お
そ
ら
く
ト
リ
ボ
ニ
ア

l
ヌ
ス
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
最
初
に
ユ
リ
ア
!
ヌ
ス
の
り
釘

g
g
が
言
及
さ

れ
、
こ
れ
に
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
著
作
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、

ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア

l
ヌ
ス
帝
の
法
律
で
は
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
最
高

の
美
辞
麗
句
で
飾
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
ト
リ
ボ
ニ
ア

l
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
わ
れ
わ
れ
が
研
究
し
て
い
る
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
ユ
リ
ア

1

ヌ
ス
に
次
ぐ
偉
大
な
法
律
家
だ
っ
た
、
と
い
う
蓋
然
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』

の
中
で
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
作
品
が
も
っ
重
要
性
に
関
し
て
、

な
お
二
つ
の
説
明
を
付
け

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア

l
ヌ
ス
帝
の

加
え
て
お
き
ま
す
。
一
つ
は
、
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の

ρ
5
2
Eロ
2
・

F
4
g
g
-
U巴
E
Z
oロ
2
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
断
片
が
、
第
三
小
委
員
会

が
作
成
し
た
『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』
法
文
群
に
占
め
る
重
要
な
位
置
|
|
そ
れ
ゆ
え
、

F
-
ブ
ル

l
メ
は
こ
の
法
文
群
を
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
群
と

(
幻
)

呼
び
ま
し
た

l
ー
に
関
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
重
要
性
か
ら
、
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
前
記
三
著
作
の
断
片
が
こ
の
重
要
な
位
置
を
占
め
た
の

も
当
然
で
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
全
『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』
中
に
占
め
る
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
断
片
の
量
に
関
し
ま
す
。
『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』

べ
て
の
言
葉
が
リ
ン
ツ
大
学
ロ

l
マ
法
研
究
所
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
入
力
さ
れ
て
か
ら
、
各
法
律
家
の
断
片
が
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
言
葉

の
中
で
ど
の
程
度
の
割
合
を
占
め
る
の
か
を
、

ウ
ル
ピ
ア

l
ヌ
ス

四

五
六
パ
ー
セ
ン
ト
)
、

わ
れ
わ
れ
は
精
確
に
知
っ
て
い
ま
す
。

(
一
六
、
七
四
パ
ー
セ
ン
ト
)

に
次
い
で
、

五
、
六
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
来
ま
す
。
こ
れ
に
続
く
の
が
、

Q
-

パ
ウ
ル
ス

ケ
ル
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
・
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
(
四
、
九
二
パ
ー
セ
ン
ト
)
、
ポ
ン
ポ

i
ニ
ウ
ス
(
四
、
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
)
、
ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
(
四
、

(
犯
)

で
す
。
け
れ
ど
も
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』
中
に
占
め

四

O
パ
ー
セ
ン
ト
)

お
よ
び
ガ
イ
ウ
ス

(
三
、
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
)

る
実
際
の
位
置
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

ウ
ル
ピ
ア

l
ヌ
ス
、

パ
ウ
ル
ス
お
よ
び
マ
ル
キ
ア

1
ヌ
ス
法
文
で
の
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
引
用
も

の
す

北法44(2・15)235 



説

算
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

(
b
)
 

ヤ
l
コ
ブ
ス
・
ク
ヤ
キ
ウ
ス

は
、
私
の
考
え
で
は
、
現
代
の

(
キ
ュ
ジ
ャ
ス
)

一
六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
人
文
主
義
ロ
マ
ニ
ス
ト
、

論

多
く
の
ロ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
よ
り
も
古
典
法
学
者
に
よ
り
近
く
迫
り
、
ま
た
、
現
代
の
ロ
マ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
も
な
お
き
わ
め
て
価
値
の
あ
る
、

(
お
)

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の

C
5
2巴
2
2
に
つ
い
て
の
註
解
を
書
き
ま
し
た
の
で
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
法
学
の
能
力
に
つ
い
て
の
キ
ュ
ジ
ャ
ス

の
評
価
は
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
ま
す
。
キ
ュ
ジ
ャ
ス
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
を
手
放
し
で
、

ロ
ー
マ
法
律
家

中
の
最
大
の
人
と
評
価
し
ま
す
。
彼
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

E
Z
巾目。

E
G
Z
E
H
E匂
5
5ロO
白
2
5三
宮
門
巾
印
?
巴
巴
胃
「
【
同
市
ユ
全
'

円E
E
自
一
ロ
巾
同
国
。

E
ロ
』
ロ
曲
目
目
己
ロ
ロ
印
可
担
問
】
5
5ロ
己
的
巾
『
白
?
三
回
。

B
2・
ロ
印
ロ
ロ
ロ
印
旬
。
叩
押
印
コ
回
目
℃
ユ
ロ

2
U∞
-
包
円
巳
ロ
ロ
田
宮
ιロ
円
巾
同
)
印
弓
『
巾
円
。
ロ
∞
三
件
。
『
ロ
邑

同
よ
宮
口

-
2
5
3
(「
い
ま
だ
か
つ
て
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
に
比
肩
で
き
る
も
の
は
ひ
と
り
も
い
な
い
、
笑
い
者
に
な
り
た
い
と
い
う
の
で
な
い
限

り
、
そ
ん
な
こ
と
は
い
ま
だ
か
つ
て
だ
れ
も
で
き
は
し
な
い
の
だ
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
空
前
絶
後
だ
っ
た
。
ホ
メ
ロ
ス
が
空
前
絶
後
の
人

(
狙
)

と
し
て
、
詩
人
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
も
空
前
絶
後
の
人
と
し
て
法
律
家
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
。
」
)

(
お
)

一
九
世
紀
末
に
書
い
た
論
文
の
中
で
、
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
異
な
ら
な
い
判
断
を
下
し
て
い

世
紀
後
に
、
テ

l
オ
ド
ル
・
モ
ム
ゼ
ン
は
、

ま
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、
「
法
学
の
才
能
お
よ
び
法
と
倫
理
に
関
す
る
生
き
生
き
と
し
た
感
情
に
お
い
て
、
疑
い
も
な
く
、

第
一
人
者
」
だ
っ
た
の
で
す
。

」
れ
と
同
様
に
高
い
調
子
で
称
賛
す
る
評
価
は
、

一
九

O
九
年
に
な
っ
て
も
、

エ
ミ
リ
オ
・
コ
ス
タ
の

『ロ

l
マ
法
源
史
』

E
2
5

色巾-戸市町
O
ロ
宮
島
市
二

)
E
E
河
。
毘
目
。
)
で
見
い
だ
さ
れ
ま
す
。
彼
の
見
解
は
、
そ
の
二
八
九
四
年
か
ら
一
八
九
九
年
に
公
表
さ
れ
た
パ
ピ
ニ
ア

l

(
お
)

ヌ
ス
を
主
題
と
す
る
四
巻
本
の
研
究
に
よ
っ
て
こ
の
法
律
家
を
非
常
に
よ
く
知
っ
て
い
る
だ
け
に
、
重
み
を
も
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
書
い
て

い
ま
す
、
パ
ピ
ニ
ア

i
ヌ
ス
と
い
う
名
前
は
、
ぷ
ご

E
R
g岡
B
E
E
2
2
-
-
g
N白『担問何回
E
Z
日
同

FE--白
色
ロ
ユ
∞
胃

E
g
g
-ロ
o
m
E
Z
B宮
ョ

(
幻
)

の
代
名
詞
で
あ
る
、
と
。

(
「
法
学
が
こ
れ
ま
で
の
全
時
代
を
通
じ
て
到
達
し
た
最
高
度
の
車
越
性
」
)
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現
代
の
ロ
マ
ニ
ス
ト
の
大
多
数
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
法
学
の
質
に
つ
い
て
大
変
肯
定
的
な
評
価
を
も
ち
、
彼
が
ロ

l
マ
の
最
高
の
法

律
家
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
与
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
彼
が
最
高
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
、

も
は
や
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
、

大
変
肯
定
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
幾
分
控
え
め
な
立
場
は
非
常
に
多
く
の
論
者
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
例
と
し
て
、
パ
ウ
ル
・

(

お

)

(

鈎

)

(

ω

)

ク
リ
ュ

l
ガ

1
(
一
九
二
一
年
)
、

A
-
A
・
シ
ラ

l
(
一
九
三
三
年
)
、

R
・
オ
レ
ス
タ
!
ノ
(
一
九
六
五
年
)
、
お
よ
び
、

M
・
カ

1
ザ

!

(
剖
)

(
一
九
六
七
年
)
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。
こ
の
現
代
の
見
解
の
晴
矢
は
、
お
そ
ら
く
、

p
・
ク
リ
ュ

l
ガ

1
で
、
彼
の
よ
く
考
量
し
た
上
で

の
評
価
は
賛
同
を
え
ま
し
た
。
彼
は
、
現
在
で
も
な
お
依
然
と
し
て
示
唆
に
富
む

『ロ

l
マ
法
源
・
文
献
史
』
(
の

2
門
町
五
回
忠
弘

R
O
E
-
-
g

E
a
t
z
z
z吋
島
市
的
司
D
B
g
n
F
S
同
市
内
宮
田
)
の
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
法
学
能
力
を
論
じ
た
文
章
を
次
の
よ
う
に
始
め
て
い
ま
す
。
「
パ
ピ
ニ

ア
l
ヌ
ス
は
、
後
世
の
人
の
目
に
は
、
重
要
性
に
お
い
て
彼
の
会
先
達
に
優
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
行
き
過
ぎ
て
い
る
と
し
て
も
、
彼
を
、
少

(
位
)

な
く
と
も
先
達
の
最
良
の
人
々
と
同
列
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
ク
リ
ュ

l
ガ

l
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
多
く
の
卓
越
し
た
能
力

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

を
挙
げ
た
後
、
結
論
的
に
書
い
て
い
ま
す
。
パ
ピ
ニ
ア

I
ヌ
ス
は
、
「
表
現
を
で
き
る
か
ぎ
り
短
く
、
か
っ
、
精
確
に
し
よ
う
と
努
め
、
そ

(
刊
日
)

れ
を
名
人
芸
の
域
ま
で
も
っ
て
い
っ
た
へ
と
。
ォ
レ
ス
タ

l
ノ
は
、
一
九
六
五
年
に
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
仕
事
の
仕
方
と
彼
が
も
っ
さ

ま
ざ
ま
な
す
ぐ
れ
た
特
性
に
つ
い
て
、
短
い
が
非
常
に
う
ま
い
性
格
描
写
を
行
な
い
ま
し
た
が
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。
「
パ
ピ
ニ
ア

l

(
川
叫
)

ヌ
ス
は
、
ロ

l
マ
法
学
の
全
歴
史
を
通
じ
て
も
っ
と
も
偉
大
な
法
律
家
の
一
人
で
あ
る
」
、
と
。
最
後
に
マ
ッ
ク
ス
・
カ

I
ザ
ー
が
一
九
六

七
年
に
パ
ピ
ニ
ア
!
ヌ
ス
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
。
「
彼
の
事
案
提
示
は
、
深
い
思
案
、
法
学
的
に
重
要
な
も
の
の
鋭
い
把
握
、
そ
し
て

(
必
)

的
確
さ
に
よ
っ
て
、
最
高
の
名
人
芸
で
あ
る
」
、
と
。

こ
れ
と
並
ん
で
、
反
対
の
流
れ
の
論
者
た
ち
が
い
ま
す
が
、
彼
ら
は
、

た
し
か
に
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
能
力
を
評
価
し
は
し
ま
す
が
、

か
し
、
彼
に
つ
い
て
批
判
的
な
こ
と
も
明
言
し
、
他
の
法
律
家
、

た
と
え
ば
、

サ
ピ

l
ヌ
ス
、
ラ

l
ベ
ォ
ー
や
ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
な
ど
を
彼
よ

一
八
九
九
年
夏
学
期
の
講
義
で
、

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
に
つ
い
て
、
「
私
に
は
、
彼
は
先
鋭
す
ぎ

り
上
位
に
置
き
ま
す
。
ペ
ル
ニ

1
チ
ェ
は
、

し
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説

(
M叩
)

(
N
E
4
5
)」
と
言
い
、
モ
ム
ゼ
ン
と
の
私
的
な
会
話
で
は
、
痛
に
触
る
、
と
さ
え
述
べ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
彼
は
ラ

l
ベ
オ

1
に
つ

(

M

W

a

)

(

U

)

 

い
て
大
作
を
書
い
た
の
で
す
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
細
か
す
ぎ
る
(
ロ

E
S
E
-
ユ
E
g印
)
と
い
う
同
じ
非
難
は
、
こ
の
後
に
キ
ュ
ー
ブ
ラ

l
に

る

論

も
認
め
ら
れ
ま
す
。

イ
タ
リ
ア
で
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
に
つ
い
て
も
っ
と
否
定
的
な
評
価
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ポ
ン
フ
ァ
ン
テ
に
遡
り
ま
す
。
彼
が
早

(
川
崎
)

く
も
一
九

O
O年
に
書
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、
創
造
力
で
も
、
概
念
と
表
現
の
巧
み
さ
で
も
、
さ
ら
に
は
お
そ
ら
く
は
、

法
学
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
と
い
う
点
で
も
、
彼
以
前
の
時
代
の
真
に
ト
ッ
プ
・
ク
ラ
ス
の
法
律
家
の
下
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
現
代
の

ロ
マ
ニ
ス
ト
の
論
争
の
多
く
の
原
因
が
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
ま
ず
い
テ
ク
ス
ト
に
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
評
価
に
キ
ア
ツ

{

ω

)

(

印

)

(

日

)

ェ
l
ゼ
と
ア
ラ
ン
ジ
ヨ
H

ル
イ
ツ
が
与
し
ま
し
た
。
前
者
は
、
ラ

l
ベ
オ

l
、
サ
ピ

l
ヌ
ス
、
そ
し
て
と
り
わ
け
ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
を
、
パ
ピ

(
臼
)

ニ
ア

l
ヌ
ス
に
比
し
て
よ
り
鋭
敏
な
感
覚
と
よ
り
豊
か
な
創
造
力
を
も
っ
た
法
律
家
と
し
て
挙
げ
て
い
ま
す
。
ア
ラ
ン
ジ
ヨ
H

ル
イ
ツ
に
よ

れ
ば
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
卓
越
が
過
大
評
価
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
で
す
が
、
彼
の
従
来
に
も
増
し
た
否
定
的
な
見
方
は
、

(
日
)

シ
ュ
ル
ツ
が
、
『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』
で
伝
承
さ
れ
た
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
断
片
に
つ
い
て
与
え
た
、
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
に
不
利
な
評
価
に
依
存

フ
リ
ッ
ツ
・

し
て
い
ま
す
。
シ
ユ
ル
ツ
の
考
え
で
は
、
パ
ピ
ニ
ア
!
ヌ
ス
断
片
は
、
後
古
典
期
の
改
訂
者
に
よ
っ
て
改
作
さ
れ
た
の
で
し
た
。
ア
ラ
ン
ジ

(M) 

ヨ
川
ル
イ
ツ
の
考
え
で
は
、
シ
ュ
ル
ツ
が
否
定
的
に
-
評
価
し
た
内
容
に
責
任
が
あ
る
の
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
自
身
で
し
た
。
こ
の
間
題
に
は
、

以
下
の
第
九
節
で
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
ま
す
。

私
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
法
学
能
力
に
つ
い
て
非
常
に
肯
定
的
に
見
る
通
説
に
与
し
ま
す
。
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
は
、
最
も
偉
大
な
古
典

期
の
法
律
家
の
一
人
で
し
た
。
ラ

l
ベ
オ
!
と
サ
ピ

l
ヌ
ス
が
新
た
な
法
制
度
の
創
設
に
よ
り
大
き
な
貢
献
を
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
、

紀
元
後
一
世
紀
初
頭
の
ロ

l
マ
私
法
の
発
展
が
三
世
紀
初
頭
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

ち
に
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
創
造
力
が
古
典
期
初
期
の
両
法
律
家
よ
り
も
劣
っ
て
い
た
と
、
推
論
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
パ
ピ
ニ
ア

l
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ヌ
ス
の
ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
若
干
の
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。

ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
は
、
実
践
的
で
、
平
易
で
、

明
噺
で
、
生
産
的
で
あ
る
点
で
優
り
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、

よ
り
教
義
学
的
で
あ
り
、
掘
り
下
げ
が
よ
り
深
く
、

よ
り
複
雑
で
し
た
。
二

人
の
古
典
期
の
ト
ッ
プ
・
ク
ラ
ス
の
法
律
家
は
、

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
す
ぐ
れ
た
特
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。

七

法
律
家
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
偉
大
さ
に
関
す
る
論
議
で
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
き
た
の
に
、
こ
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
議
論
で
は
ほ
と

ん
ど
触
れ
ず
に
、
こ
の
節
で
論
ず
る
た
め
に
取
っ
て
お
い
た
こ
と
が
、
も
う
一
点
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
意
味
不
明
と
い
う
問
題

で
す
。
こ
れ
は
、
パ
ピ
ニ
ア

i
ヌ
ス
の
思
考
過
程
の
複
雑
さ
に
も
、

ま
た
、
彼
の
文
章
が
き
わ
め
て
圧
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
関
連
す
る

問
題
で
す
。

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

ま
す
ま
す
多
く
の
ロ
マ
ニ
ス
ト
が
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
に
つ
い
て
、
彼
の
著
作
は
時
と
し
て
意
味
不
明
で
、
不
可
解

(

日

)

(

日

)

だ
、
と
書
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
ボ
ン
フ
7

ン
テ
(
一
九
三
四
年
)
、
ォ
ノ
レ
(
一
九
六
二
年
)
、
ォ
レ
ス
タ

l
ノ
(
一

(

幻

)

(

白

川

)

(

印

)

(

m

w

)

九
六
五
年
)
、
ア
ラ
ン
ジ
ヨ
川
ル
イ
ツ
(
一
九
六
六
年
)
、
ヵ

1
ザ

1

(
一
九
六
七
年
)
、
グ
7

リ
l
ノ
(
一
九
六
八
年
)
、
ジ
ユ
フ
レ
(
一
九

(
臼
)

七
五
年
)
で
す
。
短
い
文
章
を
若
干
引
用
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
論
者
の
考
え
が
、
は
っ
き
り
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
オ
ノ
レ
は
、
次
の
よ
う

最
近
六

O
年
の
聞
に
、

に
書
い
て
い
ま
す
。
「
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、
議
論
の
細
か
さ
巧
み
さ
で
は
サ
ル
ヴ
ィ
ウ
ス
・
ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
と
同
じ
も
の
を
も
っ
て
い
る
が
、

(
臼
)

し
か
し
、
後
者
の
明
断
さ
、
鑑
識
眼
は
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
」
オ
レ
ス
タ

l
ノ
が
パ
ピ
ニ
ア

i
ヌ
ス
を
主
題
に
書
い
た
見
事
な
小
伝
記

か
ら
、
以
下
の
二
つ
の
文
章
を
引
用
し
ま
す
。
「
言
語
は
、
総
じ
て
、
簡
単
か
つ
純
粋
で
あ
る
。
た
と
え
、
簡
潔
で
あ
る
た
め
に
意
味
が
時

と
し
て
暖
昧
に
な
り
、
多
少
と
も
不
明
に
な
る
と
し
て
も
。
彼
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
ま
さ
に
解
釈
者
に
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
与
え
る
も
の
で

(
臼
)

あ
る
が
ゆ
え
に
有
名
な
も
の
も
あ
る
。
」
カ

l
ザ

l
は
、
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
事
案
提
示
は
「
最
高
の
名
人
芸
L

で
あ
る
と
い
う
文
章
に
、

次
の
一
言
葉
を
続
け
て
い
ま
す
。
「
時
と
し
て
、
表
現
が
極
度
に
圧
縮
さ
れ
て
短
い
た
め
に
、
解
り
易
さ
が
、
と
り
わ
け
後
世
の
人
々
に
と
っ
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説

(
臼
)

て
の
そ
れ
が
、
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
。
」
最
後
に
、

グ
ァ
リ
!
ノ
が
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
い
わ
ゆ
る

と
り
わ
け
特
徴
的
な
の
が
、

意
味
不
明
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
「
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
文
体
は
、
重
要
な
こ
と
だ
け
を
、

し
か
も
比
較
的
少
数
の
言
葉
で
表

論

現
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
、
ず
っ
と
有
名
で
あ
っ
た
。
時
と
し
て
、
こ
の
法
律
家
の
簡
潔
な
表
現
は
、
隠
者
と
の
境
界

(
防
)

す
れ
す
れ
ま
で
達
す
る
ほ
ど
で
あ
る
(
『

8
2
白ニ
E
E
骨ロ・

2
B
2
U目
。
)
。
」
こ
の
ナ
ポ
リ
の
ロ
マ
ニ
ス
ト
は
、
幾
分
シ
ニ
カ
ル
に
次
の
よ

う
に
付
け
加
え
て
い
ま
す
。
「
こ
の
欠
陥
こ
そ
が
、
ま
さ
に
後
古
典
期
の
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
名
声
に
寄
与
し
た
。
衰
退
の
時
代
は
、
往
々

に
し
て
、
意
味
不
明
な
表
現
に
い
わ
ば
到
達
し
が
た
い
思
索
の
深
さ
の
印
を
見
て
取
る
の
だ
と
、
考
え
る
な
ら
ば
」
、
と
。
私
は
こ
こ
で
、

グ
ァ
リ

1
ノ
と
、
私
が
見
る
と
こ
ろ
彼
が

『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』

の
編
纂
者
や
ピ
ザ
ン
ツ
イ
ン
法
学
校
の
先
達
た
ち
(
曲
目
丹
市
内

2
8
2印
)
を
確
か
に

正
当
に
扱
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
論
争
し
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
彼
の
後
に
も
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
著
作
に
つ

い
て
、
「
意
味
不
明
な
表
現
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
確
認
し
て
お
き
ま
す
。
こ
の
点
に
対
す
る
私
自
身
の
立
場
は
、
第
九
節
で
示

す
こ
と
に
し
ま
す
。

八

フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
ル
ツ
も
、

ま
た
、
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
断
片
の
多
く
が
不
明
確
だ
と
思
い
、

そ
れ
ら
を
説
明
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼

は
別
の
道
を
取
っ
て
、
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
断
片
の
多
く
に
あ
る
不
明
確
さ
を
説
明
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
で
は
な
く
、
後

古
典
期
の
改
訂
者
こ
そ
が
こ
の
不
明
確
さ
の
張
本
人
だ
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
編
纂
者
た
ち
が
『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』
に
断
片
を
採
録
す
る

(
白
山
)

元
に
な
っ
た
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
全
著
作
は
、
シ
ュ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
、
後
古
典
期
に
改
訂
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。
と
り
わ
け
、
編
纂
者
た

ち
が
利
用
し
た
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の

ρ
E
2
2
8
2
の
写
本
に
シ
ュ
ル
ツ
の
批
判
が
向
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
こ

の
著
作
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ル
ツ
の

『ロ

l
マ
法
学
史
』

か
ら
の
長
い
引
用
を
続
け
ま
す
。
こ
の
著
作
は
書
い
て
い
ま
す
。
「
こ
の
難
し
い
著

作
を
厳
密
に
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
編
纂
者
の
用
い
た
版
に
は
真
正
な
テ
ク
ス
ト
が
も
は
や
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。
パ
ピ
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ニ
ア

l
ヌ
ス
の
著
作
は
、
後
古
典
期
初
期
に
徹
底
し
て
改
訂
さ
れ
、
改
作
さ
れ
、
短
縮
さ
れ
、

そ
し
て
、
拡
張
さ
れ
て
い
た
。
現
在
保
持
さ

れ
て
い
る
断
片
の
ほ
と
ん
ど
ど
れ
も
が
、
後
古
典
期
法
律
家
が
行
な
っ
た
査
曲
作
業
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
っ
た
く
も
っ
て
す
ぐ
に
見
て
取

れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
後
古
典
期
の
法
律
家
の
古
典
法
の
知
識
は
不
確
か
で
あ
り
、

そ
の
文
体
は
、
に
ぎ
に
ぎ
し
く
、
感
傷
的
で
荘
重

で
高
度
に
修
辞
学
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
文
体
が
法
学
的
な
も
の
を
不
正
確
に
、
意
味
不
明
に
、

ま
っ
た
く
不
適
当
な
形
で
表
現
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
は
パ
ピ
ニ
ア

i
ヌ
ス
の
文
体
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
評
価
は
、
全
史
料
を

(
間
山
)

厳
密
に
解
釈
す
れ
ば
根
拠
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
、
と
シ
ュ
ル
ツ
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の

ρ
5
2
z
g
g
に
対
す
る
批
判
的
な
註
解

(
同
叩
)

書
を
書
き
上
げ
、
出
版
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
後
、
彼
は
こ
の
出
版
を
思
い
止
ま
り
ま
し
た
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
全
著

作
が
後
古
典
期
に
改
訂
さ
れ
た
と
い
う
こ
の
テ

l
ゼ
に
対
す
る
、
ア
ラ
ン
ジ
ヨ
H

ル
イ
ツ
の
反
応
が
こ
れ
に
続
き
ま
し
た
。
彼
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l

ヌ
ス
の
著
作
に
は
上
記
の
欠
陥
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
シ
ュ
ル
ツ
の
テ

l
ゼ
を
受
け
入
れ
、
こ
れ
ら
の
欠
陥
を
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
に

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

帰
す
こ
と
を
、
な
に
ゆ
え
排
除
す
べ
き
な
の
か
を
問
題
に
し
ま
し
た
。
彼
は
こ
れ
を
認
め
た
の
で
、
す
で
に
言
及
し
た
説
明
、
パ
ピ
ニ
ア

l

(ω) 

ヌ
ス
は
過
大
評
価
さ
れ
て
き
た
、
に
至
っ
た
の
で
す
。

先
に
見
ら
れ
た
欠
陥
が
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
に
あ
る
こ
と
と
い
う
シ
ュ
ル
ツ
の
評
価
は
、
私
の
考
え
で
は
、
法
学
者
た
る
者
の
正
し
い
活
動

様
式
に
つ
い
て
、
あ
る
一
つ
の
見
方
が
あ
ら
か
じ
め
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
典
型
的
な
事
例
で
す
。
こ
の
非
歴
史
的
な
見
方
は
、
パ
ン
デ

ク
テ
ン
法
学
者
の
活
動
様
式
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
シ
ユ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
、
法
学
者
た
る
者
、
し
た
が
っ
て
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
も
、

法
的
な
解
決
を
概
念
と
法
規
範
と
の
適
用
に
よ
っ
て
発
見
す
べ
き
で
し
た
。
社
会
的
・
倫
理
的
価
値
概
念
を
組
み
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
彼

に
よ
れ
ば
、
法
律
家
に
は
適
当
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
法
発
見
に
際
し
て
、
差
恥
心
(
〈
巾

2
2
E
E
)
と

か
衡
平
(
白

2
5
g凶
)
と
か
い
っ
た
倫
理
的
価
値
を
も
ち
だ
し
た
の
が
本
当
に
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
認
め
る
こ
と
が
で
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き
な
か
っ
た
の
で
す
。
法
史
学
者
が
過
去
の
法
律
家
の
質
に
つ
い
て
価
値
判
断
す
る
際
に
、
い
か
に
「
時
代
の
子
」
で
あ
る
か
、
す
な
わ
ち
、



説

自
分
自
身
の
時
代
の
法
律
家
の
活
動
様
式
の
影
響
を
い
か
に
受
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
ま
す
。
わ
れ
わ
れ

は
、
現
代
の
法
史
学
者
で
あ
っ
て
、
法
律
家
が
現
代
社
会
に
あ
っ
て
法
適
用
を
行
な
う
際
に
は
、
こ
の
社
会
で
受
容
さ
れ
て
い
る
価
値
判
断

論

に
導
か
れ
る
し
、

ま
た
導
か
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
の
で
、
白
2
5
S∞
や

2
2
2
E
E
と
い
っ
た
価
値
に
訴
え
る
こ

と
は
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
か
、
こ
れ
は
荘
重
で
感
傷
的
な
文
体
の
表
現
で
あ
っ
て
、
後
古
典
期
法
律
家
の
し
た
仕
事

だ
、
と
い
う
気
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。

丸

こ
う
述
べ
ま
す
こ
と
で
、
す
で
に
私
自
身
の
立
場
か
ら
、

い
わ
ば
前
奏
曲
を
奏
で
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
七
、
八
節
で
見
て
き
ま
し

た
こ
と
を
大
雑
把
に
ま
と
め
ま
す
と
、
次
の
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
ロ
マ
ニ
ス
ト
に
は
、
『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』
中
の
多
く
の
パ

ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
断
片
を
理
解
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
偉
大
な
法
律
家
を
時
と
し
て
意
味
不
明
、
不
明
確
、
不
可
解
で
あ
る
と
性
格

規
定
す
る
者
が
、
何
人
も
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ユ
ル
ツ
は
、
『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』
の
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
法
文
に
彼
の
考
え
で
は
し

ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
て
く
る
不
明
確
さ
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
、
こ
れ
を
後
古
典
期
の
改
訂
者
の
所
為
に
し
ま
し
た
。

こ
こ
数
年
間
わ
れ
わ
れ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の

C
E
g
z
g
g
と
河

g
吉田
Z
の
多
く
の
テ
ク

ス
ト
の
厳
密
な
研
究
の
結
果
、

八
節
で
取
り
上
げ
た
見
解
は
正
し
く
な
い
、

と
確
信
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
わ
れ
わ

わ
れ
わ
れ
は
、
第
七
、

れ
は
、

l
l
し
ば
し
ば
長
時
間
考
え
込
み
、
多
く
の
討
論
を
行
な
っ
た
上
で

1
1
(ほ
と
ん
ど
)

い
つ
も
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
断
片
の
意
味
を

確
認
し
、
こ
の
断
片
の
満
足
で
き
る
解
釈
を
見
い
だ
す
こ
と
に
、
成
功
し
ま
し
た
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
を
意
味
不
明
な
法
律
家
だ
と
呼
ん
だ

論
者
た
ち
は
、

わ
れ
わ
れ
の
考
え
で
は
、
彼
を
理
解
す
る
た
め
に
十
分
な
努
力
を
払
わ
な
か
っ
た
の
で
す
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
法
文
の
真
正

性
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
確
認
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、
研
究
対
象
と
な
っ
た
テ
ク
ス
ト
に
は
註
釈
も
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ

l
ツ
ィ
オ
も
あ
り
ま
す

が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
数
は
多
く
な
く
、
こ
の
点
で
、
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
著
作
か
ら
『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』
に
採
録
さ
れ
た
断
片
は
、
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他
の
古
典
法
律
家
の
著
作
か
ら
取
ら
れ
た

『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』
断
片
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
、

わ
れ
わ
れ

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
て
、

そ
れ
は
、
彼
が
「
わ
れ
わ
れ
の
下
に
伝
わ
っ
て
い
る
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
文
章
の
大
部
分
は
実
質
的

(
初
)

に
み
て
真
正
だ
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
す
。

は
、
ジ
ュ
フ
レ
に
同
意
し
ま
し
た
が
、

第
七
、

八
節
で
論
評
し
ま
し
た
点
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
見
解
を
確
証
で
き
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
手
段
は
、
多
く
の
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス

法
文
の
エ
ク
セ
ゲ

l
ゼ

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
い
ま
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
難
し
い
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス

(
釈
義
)

法
文
だ
け
を
説
明
し
、
こ
の
解
釈
例
を
私
の
テ
ー
ゼ
の
論
拠
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
テ

1
ゼ
は
、

徹
底
的
に
取
り
組
み
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
考
え
に
よ
り
接
近
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
、
そ
こ
か
ら
理
解
可
能
な
意
味
を
取

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
テ
ク
ス
ト
と

り
出
す
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
も
の
で
す
。

私
が
こ
こ
で
解
釈
し
た
い
と
思
い
ま
す
、
二
つ
の
複
雑
な
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
法
文
と
は
、

0
・
ロ
・
命
日
。
お
よ
び
ロ
目
白
-
N
・
め
め
胃
・
で
す
。

(
九
)

ま
ず
、
最
初
に
挙
げ
た
テ
ク
ス
ト
に
取
り
組
み
ま
す
。

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

0
・

H
N
・
。
・
切
合
同
》
担
問
}
戸
口
戸
田
一
ロ
ロ
回
一
∞
。
=
宮
山

ω
E
Oロ
E
呂

(白

)ω
ロ

RF三
円
白
色
門
担
ロ
印
山
口
出
百
島
市

σ芹
F
F口
内
角
川
『
宮
田
市
印
凹

my
丹
市
呂
旬
。
「

mwコ
同

日

芹

回

口

℃

2・
円
】
巾
門
戸
回
目
巾
同
円
巾
同

v
t
o
E回
全
川
町
内
ロ
包
0
・
ロ
白
同
国
的
回

oc--
口
市

円
。
ロ
〈
巾

H
M
E
Z
F
門
目
。
口
市
内
寸

E
Z
M
円
。
ロ
∞
己

-
m白
?
沼
田

2
M
n
m
H
Eア

0
5印
唱
。
門
巾
印
丹
、
H
，
E
。
円
四
角
川
内
角
川
門
同
市
ロ

Z
U巾
吋
也
市
同
巴
白
ロ

2・
F巾
同
門
巾
】
)
門

5
・

azm凶
巾
白
色
丹
市
田
万
巳

mw

市
印
丹
、
H
，

M巴
o
n
oロ
印
ロ
-
白
押
巴
阿
国

Fロ
巾
ロ
ロ
丹
市
祖
師
ロ
ヨ
ヨ
白
『
即
巴
。
ロ
巾

S
R
2
Z『・
0
ロ
。

a
F目
Z
ユ
呂
田
三
〈
芹
ロ
「
・
「
巾
匂
巾
巴

(σ)
ロ
門
司
ロ

F
B
匂
印
円
円

c
g
-
A
z
o
a
-ロ

門
市
国
間
】
己
的
円
巾
『

E
同
国
内
♀

Z
Z富
市

日

?

ロ

O
ロ
白
血
四
回
目
白
色

E
2円
円
。
ロ
円
四
回
円
巴
白
ロ

2
P
O
E
m
w自
己

巾

H
E
m
色
町

UH円
。
『

g
Z
Hグ
芹
白
℃
「
。
『
∞
ロ
白
色
角
川
町
巾
ロ
∞

g

E
ユ

少
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S
E白
内
山
内
白
巴
印
町
出
国
百
円
巾
『
円
曲
目

FMWσ2・
円
。
ロ

SFn

一昨
一
5
2回
日

目

g
『

O
匂
江
口
町
同

例
債
務
を
負
わ
ざ
る
も
の
の
原
因
(
非
債
弁
済
の
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
権

(gロ
念

E
C
-
E
§
E
)
を
正
当
化
す
る
も
の
)

と
し
て
は
、

抗
弁
(
巾
忠
告

g)
に
よ
る
防
御
が
期
限
付
き
の
も
の
か
、

そ
れ
と
も
永
続
的
な
も
の
か
が
不
確
定
で
あ
る
こ
と
で
、
十
分
で
あ
る
。
す



説

な
わ
ち
、
債
権
者
が

(
そ
の
債
務
者
と
)
約
定
し
て

(
約
定
(
宮
円
E
S
)
を
結
ん
で
)
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
執
政
官
に
な
る
ま
で
訴
え
を

提
起
し
な
い
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の

(
約
定
の
)
抗
弁
(
巾
同
門
告

E
宮
内
巴
)
は
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
執
政
官
に
就
任
す
れ
ば
、

時
的
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百命

抗
弁
(
巾

H
2
z
g
丹
市
昌
吉
「
白
-Z)
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
が
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
死
ね
ば
、
永
久
的
抗
弁
に
な
る
の
だ
か
ら
、
完

全
に
正
当
で
首
尾
一
貫
し
た
法
適
用
に
基
づ
い
て
、
こ
の
間
に
支
払
わ
れ
る
も
の
は
返
還
請
求
で
き
る
、

と
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

川
一
定
の
期
臼
ま
で
債
務
者
が
支
払
う
必
要
が
な
い
と
い
う
免
除
が
、
期
日
か
ら
な

H
e巾
)
、
す
な
わ
ち
、

一
定
の
期
日
か
ら
債
務
を

負
う
者
が
支
払
う
場
合
と
同
様
に
、
(
非
債
弁
済
の
)
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
権
と
い
っ
た
も
の
に
帰
結
し
な
い
と
し
て
も
、
不
確
実

な
性
質
の

(
抗
弁
に
よ
る
)
法
的
保
護
は
、
条
件
(
円
。
ロ
丘
三
。
)
と
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
解
説
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
阿
部
(
∞
E
R
R
-
丹
か
ら

2
宮
巴
ま
で
)

と
川
部
(
ロ

Z
E自
か
ら
o宮
5
2
ま
で
)

に
二
分
割
し
ま
す
。

こ
の
断
片
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の

ρ
5
2
Z
2
2
第
八
巻
の
一
節
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
巻
で
は
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
確
定

(η) 

金
の
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
権
(
円

g
a片
Z
0
2『
Z
巾℃
2
5
3巾
)
を
論
じ
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
テ
ク
ス
ト
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

川
阿
部
初
め
に
討
論
に
付
さ
れ
た
事
案
で
、
錯
誤
に
よ
っ
て
支
払
っ
た
債
務
者
が
非
債
弁
済
の
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
権

(
S
E
5
5

百
円
同
市
立
門
戸
)
を
行
使
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
解
決
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
事
案
と
は
、
以
下
の
も
の
で
す
。

債
権
者

C
と
債
務
者

D
と
の
間
に
あ
る
債
務
が
存
在
し
、
こ
れ
に
は
条
件
も
期
限
も
付
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

つ
ま
り
、
単
純
債
務

(
。
豆
拓
国
立
O
宮
吋
白
)
だ
っ
た
の
で
す
。

C
と
D
と
の
間
で
不
訴
求
の
約
定
(
宮
内

E
B
母
国
。
ロ
胃
Z
E
O
)
が
成
立
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
債
務

者
は
、
某
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
執
政
官
に
選
任
さ
れ
る
場
合
に
だ
け
支
払
え
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
情
は
、
た
と
え
ば
、
次

の
よ
う
に
想
定
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

C
は
D
に
一

O
、
0
0
0
セ
ス
テ
ル
ス
を
貸
与
し
た
が
、
こ
の
金
額
を
C
は
当
面
は
必
要
で
は
な

く
、
彼
の
息
子
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
執
政
官
に
就
任
す
る
場
合
に
返
し
て
も
ら
い
、
こ
れ
を
息
子
に
贈
与
し
て
、
息
子
が
費
用
の
か
か
る
な
ん



ら
か
の
興
行
を
催
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
、

と
い
っ
た
場
合
で
す
。
こ
こ
で

C
が

D
に
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス

が
執
政
官
に
な
る
前
に
、
錯
誤
に
よ
り
上
記
一

O
、

0
0
0
セ
ス
テ
ル
ス
を
弁
済
す
る
と
、
決
定
さ
る
べ
き
法
的
問
題
は
、

D
が
支
払
っ
た

金
額
を

S
E
E
-
0
5号
玄
己
に
よ
っ
て
返
還
請
求
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
債
務
者
が

S
E
E
F
O
戸
足
早
E
を
行

使
で
き
る
の
は
、
第
一
に
、
債
務
者
が
市
民
法

(H5nEZ)
に
よ
り
債
務
を
負
っ
て
い
な
い
金
額
を
錯
誤
に
よ
り
支
払
っ
た
場
合
で
す
。
本

事
案
で
は
、
こ
れ
は
問
題
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
上
記
不
訴
求
の
約
定
(
宮
内

g
s
p
ロ
Oロ
胃

Z
E
O
)
は
債
務
を
百
回
ヨ
、
巳
市
上
棚

(
ね
)

わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
に
先
行
す
る
法
律
家
の
書
い
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
わ
れ

上
げ
し
た

〔
消
滅
さ
せ
た
〕

わ
れ
が
知
る
と
こ
ろ
で
は
、
債
務
者
が
錯
誤
に
よ
り
支
払
っ
た
金
額
を

g
E
H
2
5
5島市
σ
E
に
よ
っ
て
返
還
請
求
で
き
た
場
合
に
は
、
債
権

(
九
)

者
が
支
払
い
請
求
し
て
き
で
い
た
ら
、
永
久
的
抗
弁
(
巾
宮
市
℃
巴

O
宮
召
巾
門

E)
ま
た
は
妨
訴
抗
弁

(
2
2言
。
官
『
巾
昌
三

2
3
)
に
よ
っ
て
防
御
で

き
た
、
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。
巾
湾
岳

E
宮
与
え

E
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
債
務
者
が
債
権
者
の
-
訴
え
に
対
し
て
常
に
防
御
で

き
る
場
合
、

言
い
換
え
ま
す
と
、
債
務
者
が
法
務
官
法
に
よ
っ
て
も
は
や
決
し
て
支
払
う
必
要
が
な
か
っ
た
場
合
で
す
。
悪
意
の
抗
弁

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

(巾一同内角川匂

AUFO
色。
-
M
)

、
お
よ
び
、
債
務
者
が
も
は
や
決
し
て
支
払
う
必
要
が
な
い
と
い
う
免
除
に
基
づ
く
約
定
の
抗
弁
(
市
民
間
三
5
司
由
主
)
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
債
務
者
が
錯
誤
に
よ
り
支
払
っ
た
金
額
が
、
債
権
者
が
訴
求
し
て
い
た
ら
、

一
時
的
抗
弁
合
同

2
Z
F
O
R
B℃
CE--印
)
ま
た
は

延
期
の
抗
弁
(
市
宮
市
立

FOE-巳
o
コ
印
)
を
提
出
で
き
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、

g
z
-
E
0
5骨
玄
江
に
よ
っ
て
返
還
を
訴
求
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
債
務
者
が
法
務
官
法
に
よ
っ
て
将
来
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
確
定
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
、
名

誉
法
(
三
田
町

S
2
R
Z
B
)
に
よ
っ
て
債
務
が
一
時
的
に
棚
上
げ
さ
れ
て
い
た
だ
け
だ
か
ら
で
す
。
債
務
者
が
一
定
の
期
限
ま
で
支
払
う
必
要

が
な
い
と
い
う
免
除
に
基
づ
く

2
2
Z
5
宮
内
巴
が
、
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
な
る
と
、

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
本
テ
ク
ス
ト
冒
頭
で
検
討
し

て
い
る
事
案
の
問
題
点
は
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
執
政
官
に
就
任
す
る
ま
で
支
払
わ
な
く
て
よ
い
と
い
う
免
除
に
基
づ
く
、
巾

H
2匂
Z
o
宮
内
C

が、

上
記
二
つ
の
抗
弁
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ど
ち
ら
に
入
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
一
定
期
間
後
に

g
ロ
∞
三
に
な
れ
ば
、

北法44(2・25)245



説

抗
弁
は
、
こ
の
時
点
ま
で
債
務
者
が
提
起
で
き
た
の
で
す
か
ら
、

2
2ヌ
B
Z
田
宮
Z}回
目
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
テ
ィ

テ
ィ
ウ
ス
が
執
政
官
に
選
任
さ
れ
る
前
に
死
ね
ば
、
こ
の

2
2三
5
は

2
2
E
o
胃
召

2
5
と
な
り
、
こ
の
死
亡
の
時
点
か
ら
、
債
務
者

論

が
自
己
に
貸
与
さ
れ
た
一

O
、

0
0
0
セ
ス
テ
ル
ス
の
支
払
義
務
を
法
務
官
法
に
よ
っ
て
も
、

も
は
や
決
し
て
負
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

確
定
し
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
債
務
者
が
提
出
で
き
る

2
2宮
3
が
一
時
的
な
性
質
の
も
の
な
の
か
、

そ
れ
と
も
永
久
的
な
も
の
な
の
か
が
不
確
定
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
本
テ
ク
ス
ト
の
事
案
を
問
題
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
す
。
彼
以
前
の
法
律
家
の
決
定
が
そ
も
そ
も
な

い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
し
た
か
ら
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、
自
力
で
解
決
を
見
い
だ
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
事
案
が
ど
の
よ

う
に
決
せ
ら
る
べ
き
か
を
、
彼
は
、
テ
ク
ス
ト
同
部
の
末
尾
で
す
で
に
説
い
て
い
ま
す
。
ま
っ
た
く
正
し
い
、
論
理
的
に
筋
の
通
っ
た
法
適

用
を
行
な
え
ば
、
こ
の
間
に
(
百
丹
市
コ
豆
、
す
な
わ
ち
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
執
政
官
就
任
ま
た
は
死
亡
前
に
支
払
っ
た
債
務
者
は
、
錯
誤
に

よ
り
支
払
っ
た
も
の
の
返
還
を
求
め
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
『
巳
5
と
い
う
語
は
、
こ
の
法
律
家
に
よ
っ
て
、

し
ば
し
ば
、
論
理
的

に
筋
の
通
っ
た
法
適
用

(rg忠
告
2
2
河

2
Z∞
自
宅

g
Eロ
悶
)
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
ま
す
。
こ
の
法
律
家
が
こ
の
語
を
用
い
る
こ
と

で
表
現
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
解
答
を
迫
ら
れ
て
い
る
新
し
い
事
案
を
、
す
で
に
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
類
似
の
事
案
と
、
同
じ

趣
旨
で
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
が
川
部
で
明
示
的
に
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で

す
。
そ
の
前
に
彼
は
、
ま
ず
、
事
実
関
係
が
重
要
な
点
で
異
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
違
う
決
定
が
な
さ
れ
る
べ
き
二
つ
の
事
案
を
挙
げ
ま
し
た
。

討
論
に
付
さ
れ
た
事
案
で
、
債
務
者
が

S
E
E
-
0
5号
E
C
を
行
使
で
き
る
と
い
う
決
定
を
、
受
容
で
き
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、

パ
ピ
ニ

ア
l
ヌ
ス
は
、
ま
ず
、
支
払
い
が
早
す
ぎ
た
債
務
者
に

B
E
E
F
O
S号
玄
三
が
認
め
ら
れ
な
い
、
二
つ
の
事
案
を
挙
げ
ま
す
。
そ
の
後
で
、

彼
は
、
出
発
点
と
な
っ
た
事
案
を
類
似
す
る
よ
り
簡
単
な
事
案
、
す
な
わ
ち
、
債
務
者
が

g
ロ
E
n
g
-
E
5
E
に
よ
っ
て
債
権
者
に
対
し
返

済
を
訴
求
で
き
る
こ
と
が
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
る
事
案
と
比
較
し
、
前
者
の
事
案
で
も
債
務
者
が

S
E
E
S
-
E喜
一
色
を
行
使
で
き
る
と
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い
う
彼
の
決
定
の
正
し
さ
を
、
論
証
し
よ
う
と
し
ま
す
。
本
テ
ク
ス
ト
の
川
部
の
書
き
方
が
特
に
難
し
い
の
で
、
そ
の
翻
訳
を
も
う
一
度
続

け
ま
す
。
「
一
定
期
限
を
定
め
た
宮
内
E
B
2巾ロ

g
宮丹市

E
O
)
(す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
よ
っ
て
債
務
者
は
一
定
の
期
限
ま
で
支
払
う
必
要
が

な
い
)
が
、
完
全
巾
(
す
な
わ
ち
、
あ
る
一
定
の
期
限
以
降
)
債
務
者
と
な
る
者
が
支
払
う
事
案
と
同
様
に
は
、

B
E
E
F。
(
百
也
市

σE)
を
も

た
ら
さ
な
い
と
し
て
も
、

(
m
H
3
2
5
に
基
づ
く
)
法
的
保
護
が
不
確
定
な
性
質
を
も
っ
場
合
に
は
、

そ
れ
は
ま
っ
た
く
条
件
(
円

S
E己
。
)
と

し
て
の
姿
を
取
る
こ
と
に
な
る

(
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
的
保
護
は
条
件
と
ま
っ
た
く
一
致
す
る
)
。
」

特
に
難
解
な
の
は
、
也
市

H
E巾【山内
Z
Z『
g
Z芹
と
い
う
言
葉
で
、
こ
れ
は
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
極
度
に
圧
縮
さ
れ
た
文
章
の
例
と
し
て

す
で
に
先
に
言
及
し
た
も
の
で
す
。
た
い
て
い
の
翻
訳
は
、

2
仏
芯
を

g
Z芹
に
結
び
つ
け
、
こ
う
し
て
、
こ
の
事
案
を
比
較
事
案
と
し
て

は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
も
の
に
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

一
月
一
五
日
に
支
払
う
場

一
月
一
日
以
降
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
者
が
、

合
に
は
、
こ
の
者
に

g
ロ
E
H
2
F
O
E
S
S
E
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
だ
す
こ
と
な
ど
、
だ
れ
に
も
本
気
で
で
き
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。

否
定
の
答
え
が
返
っ
て
く
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
疑
い
よ
う
が
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
、

一
月
一
日
以
降
あ
る
金
額
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

い
者
が
、
こ
の
金
額
を
錯
誤
に
よ
り
す
で
に
九
月
一
日
に
支
払
う
場
合
に
は
、
こ
の
者
が
支
払
っ
た
も
の
を
返
還
請
求
で
き
る
か
と
い
う
問

題
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
古
典
法
律
家
は
、
そ
し
て
本
テ
ク
ス
ト
の
パ
ピ
ニ
ア

i
ヌ
ス
も
、
否
定
の
答
え
を
与
え
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
巴
虫
色
可
也
与

E
2
8寸
芹
と
い
う
言
葉
は
、
己
広
告
-
虫
色
-m
門同巾乞円。『冊目昨日。
Z
R
と
、
す
な
わ
ち
、

一
{
疋
の

期
限
以
降
(
あ
る
金
額
の
)
債
務
を
負
う
者
が
こ
れ
を

(
こ
の
期
限
前
に
)
支
払
う
場
合
、

と
読
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に

す
る
し
か
、
こ
の
文
章
に
合
理
的
な
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
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も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
テ
ク
ス
ト
末
尾
の

g
ロ
丘
三
5
2∞
と
い
う
語
に
関
す
る
も
の
で
す
。
早
く
も
キ
ュ
ジ
ャ
ス
は
、

本
(
の
邑

2
2
0
2
Z
5
5
)
の
こ
の
箇
所
の
異
文
は
誤
り
で
、

g
E
5
5口
広
を

noz-20ロ
広
に
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
見
て
い
ま
し
た
。

彼
は
、
円
。
ロ
色

-
2
5
2凹
と
い
う
語
に
次
の
註
釈
を
付
し
ま
し
た
。

F
E
m
ヨ
。
「

S
E
E
-
oロ回目・
ω曲
名
巾

E
2
〈
同

2
s
g
g
B
E
E
Z吋
・
「
フ
ィ
レ

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ



説

ン
ツ
ェ
本
に
円

S
E
E
s
-日
と
あ
る
の
は
誤
り
。
し
ば
し
ば
、
こ
れ
ら
の
語
は

(
祁
)

り
違
え
ら
れ
て
い
る
。
」
こ
れ
は
、
疑
い
も
な
く
、
書
き
間
違
い
で
す
。
お
そ
ら
く
は
、

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
筆
写
本
で

g
E
E
o
と
い
う
語

(
す
な
わ
ち
、

g
E
E
o
と

g
ロ
E
2
5
と
は
)
、
相
互
に
取

論

の
略
語
形
が
用
い
ら
れ

(
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
初
め
て

『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』
に
関
し
て
略
語
形
の
使
用
を
禁
止
し
ま
し
た
)
、
こ
の
写
本

の
筆
写
者
が
こ
の
略
語
形
を
誤
っ
て
解
読
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
想
定
の
蓋
然
性
は
、
筆
写
者
が
二
行
上
で
も

S
E
E
-。ロ巾ヨ

と
書
い
た
こ
と
を
考
え
に
入
れ
れ
ば
、

さ
ら
に
増
し
ま
す
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
思
考
過
程
が
理
解
可
能
な
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
彼
が

始
期
付
き
の
債
務
を
条
件
付
の
債
務
と
比
較
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

よ
う
や
く
、
わ
れ
わ
れ
の
テ
ク
ス
ト
の
川
部
を
説
明
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
債
務
者
が
出
発
点
と
な
っ
た
事
案

で
錯
誤
に
よ
り
支
払
っ
た
金
額
の
返
済
を
訴
求
で
き
る
、
と
い
う
決
定
を
受
容
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、
川
で

類
似
す
る
事
案
を
順
に
挙
げ
ま
す
が
、
そ
の
四
番
目
の
事
案
が
出
発
点
と
な
っ
た
事
案
で
す

O
E
-
-
-
E
と
い
う
言
葉
で
、
事
案
(
三
)
、
(
四
)

が
事
案
(
一
)
、
(
二
)
に
対
置
さ
れ
ま
す
O

R
白
:
・
巳
と
い
う
言
葉
は
、
た
い
て
い
の
場
合
「
:
:
:
と
同
様
に
:
:
:
も
」
と
い
う
こ
と
を
意

こ
の
よ
、
つ
に
し
て
、

味
し
ま
す
が
、

し
か
し
、
「
:
:
:
で
あ
る
と
し
て
も
、

や
は
り
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
り
、
本
テ
ク
ス
ト
も
、
私
の
考
え
で

は
こ
の
場
合
に
あ
た
り
ま
す
。
対
立
を
規
定
す
る
も
の
は
、
事
案
(
一
)
、
(
二
)
で
は
円
S
E
R
F
O
E色
与
庄
が
不
可
能
で
、
事
案
(
三
)
、
(
四
)

で
は
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
よ
り
難
し
い
事
案
(
二
)
が
難
し
く
な
い
事
案
(
一
)

に
対
比
さ
れ
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
本
テ
ク
ス
ト

冒
頭
で
討
論
に
付
し
た
、

よ
り
複
雑
な
事
案
(
四
)

が
よ
り
複
雑
で
な
い
事
案
全
一
)

に
対
比
さ
れ
ま
す
。
債
務
者
の
支
払
い
が
錯
誤
に
よ

り
早
す
ぎ
た
場
合
に
、
こ
の
債
務
者
に
は
、
事
案
(
一
)
、
(
二
)

で
は
円
。
ロ
E
a
g
百
円
同
市
乞
巴
が
認
め
ら
れ
ず
、
事
案
(
三
)
、
(
四
)

で
は
こ

れ
と
異
な
っ
て
、

g
z
-
2
5
z
r
z巴
に
よ
っ
て
債
務
者
は
返
済
を
訴
求
で
き
ま
す
。
以
上
の

『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』

エ
ク
セ
ゲ

l
ゼ
を
終
え
る

に
あ
た
っ
て
、
こ
こ
で
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
挙
げ
た
四
つ
の
事
案
の
特
徴
を
精
確
に
描
き
だ
し
、
事
案
(
ニ
、
(
二
)

の
グ
ル
ー
プ
と
事

案
(
一
二
)
、
(
四
)

の
グ
ル
ー
プ
と
で
取
り
扱
い
が
異
な
る
理
由
を
一
不
す
こ
と
に
し
ま
す
。
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事
案
(
こ

D
は
、
紀
元
二

O
O
年
一

C
と

D
と
の
聞
に
は
、
市
民
法
(
呂
田
丘
三
互
に
よ
り
始
期
付
き
な
H
E巾
)
債
務
が
存
在
し
ま
す
。

月
一
日
以
降
、
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

D
が
一
月
一
日
よ
り
前
に
錯
誤
に
よ
り
支
払
っ
た
場
合
、
彼
に
は
、

円。回全
2
5
百
円
同
市
立
巴
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、

D
が

-5n-iz
に
よ
り
、

一
定
期
限
後
に
支
払
い
が
早
す
ぎ
た
も
の
を
い
ず
れ

に
せ
よ
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
現
時
点
〔
支
払
時
点
〕

で
す
で
に
確
定
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

事
案
(
二
)

C
と

D
と
の
聞
に
は
、

(
当
初
)
E日円

E
Z
に
よ
り
単
純
債
務
(
。
豆
何
回

Z
o
Z
E
)
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
に
、

D
が、

D 
が

(
法
務
官
法
に
よ
り
)

一
月
一
日
ま
で
支
払
う
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
約
定

e
R吉
田
)
を
結
び
ま
す
。

が
一
月
一
日
よ
り
前
に
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
彼
に
は
円
。
ロ
全
2
5
広
島
市
立
丘
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、

D
が
一
定
期
限
後
に
支

払
が
早
す
ぎ
た
も
の
を
法
務
官
法
に
よ
っ
て

い
ず
れ
に
せ
よ
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
現
時
点
で
す
で
に
確
か
な
こ
と

と
事
案
(
二
)
と
は
、
ほ
と
ん
ど
同
一
で
す
。
唯
一
の
違
い
は
、
事
案
(
こ
で
は
、
債
務
者
が
市
民
法
(
呂
田

2
Z巾
)
に
よ
っ
て
一
月
一
日
以
降
初
め
て
支
払
義
務
を
負
う
の
に
対
し
て
、
事
案
(
二
)
で
は
、
債
務
者
が
支
払
い
の
時
点
で

E
目
立
2
Z

〔も〕

だ
か
ら
で
す
。
事
案
(
こ

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

上
は
す
で
に
支
払
義
務
を
負
っ
て
い
た
が
、
法
務
官
法
に
よ
れ
ば
一
月
一
日
以
降
に
初
め
て
支
払
義
務
が
生
ず
る
、

と
い
う
も
の
で
す
。

円。ロ
E
2
5
5
r
z巴
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
と
っ
て
は
、
こ
の
小
さ
な
違
い
は
、
重
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

事
案
(
三
)

C
と

D
と
の
間
に
は
、

Z
日

n
z
r
に
よ
り
条
件
付
の
債
務
が
存
在
し
ま
す
。

D
が
一

O
、

0
0
0
セ
ス
テ
ル
ス
を
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
は
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
執
政
官
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
で
す
。

D
が
錯
誤
に
よ
り
(
司
2
2
3
2旦
条
件

成
就
前
に
支
払
っ
た
場
合
、
彼
に
は

g
E
5
5
5島
市
玄
乞
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
い
つ
か
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る

か
ど
う
か
は
、
支
払
い
の
時
点
で
は
回
5
2
2
Z
上
は
不
確
定
だ
か
ら
で
す
。

こ
れ
は
、
出
発
点
と
な
っ
た
事
案
で
、

事
案
(
囚
)

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
知
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

C
と

D
と
の
問
に
は
、
宮
田

2
1
Z
に
よ
り

(
当
初
)
。
豆
町
民
芯
宮

E
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
で
、

C
と
D
が
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
執
政
官
に
就
任
す
る
ま
で

D

C 
とD 
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説

が
支
払
う
必
要
が
な
い
と
い
う
内
容
の
宮
門
E
B
を
結
び
ま
す
。
法
務
官
法
に
よ
れ
ば
、

さ
し
あ
た
り
は
ま
だ
支
払
義
務
を
負
っ
て

D
は、

論

い
ま
せ
ん
。
彼
が
永
続
的
抗
弁
合
同
日
立
百
官
G
2
5
)
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
が
法
務
官
法
に
よ
っ
て
決
し
て
支
払
義
務
を
負
う

こ
と
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
S
E
E
s
g
号
玄
巴
が
直
ち
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
死
亡
す
れ
ば
、
本
件
約

定
の
抗
弁
す
同
門
巾
u
t
o
宮
門
巴
)
は
、
2
2
宮
芯
沼
市
『
官
庁

E
に
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
な
お
存
命
で
、
執
政
官
に
な
れ
ば
、

本
件
2
2
宮
g
同
】
白
内
包
が
一
時
的
抗
弁
(
巾
凶
門
名
門
5
R
昌
吉
Z
ご
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
判
明
し
ま
す
。
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
死
亡
も
し
な
け
れ
ば
、

執
政
官
に
も
な
ら
な
い
聞
は
、
本
件
2
2
E
0
3
5
の
性
質
は
不
確
定
で
す
。
こ
の
聞
に

D
が
支
払
え
ば
、
彼
に
は
、
事
案
(
三
)
と
同

様
に
、
S
E
R
E
C
S
号
玄
忠
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
い
つ
か
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ど
う
か
は
、
支
払
い
の
時

点
で
は
法
務
官
法
に
よ
り
不
確
定
だ
か
ら
で
す
。
不
確
定
な
状
態
が
事
案
(
三
)
で
は
富
田
丘
三
Z
に
よ
っ
て
存
在
し
、
事
案
(
四
)

名
誉
法
(
Z
M
F
S
Z
R
E
自
)
に
よ
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
、
g
E
5
5
5
号
σ
E
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
と
っ
て
は
、
重
要

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
・
テ
ク
ス
ト
の
エ
ク
セ
ゲ

l
ゼ
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
た
し
か
に
非
常
に
難
解
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
長
い
熱
意
の
後
で
は
完
全
に
理
解
可
能
で
あ
り
、
決
し
て
不
明
確
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
別
の
難
解
で
興
味
深
い
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
・
テ
ク
ス
ト
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、

(
祁
)

。・
N
H
-
N
・
∞
合
同
》
『
・
戸

ω
∞GZ白角川mw巴。ロロヨ

第
九
節
の
最
後
に
、

{白
)ω
「
門
戸
回
目
〈
而
ロ
全
件
。
『
白
色
包
。
口
三
回
印
巾
丹
市
岡
国
向
洋
O
『
巾
国
国
唱
E
同
司
ロ
Z
F
n
F
m
w
白
血
唱
。
江
口
同
〈
m
-
内
白
血
n
z
o
口
市
G
E
白
角
川
也
市
町
ロ
ロ
a
o
〈
2
Z
問
白
己
目
)
『
O
旬
。
印
同
S
2仲

市一円
-v
巾
1
2
Z
『
・
市
岡
同
岡
田
】
件
。
『
広
p
n
m
『
巾
凹
己
目
v

巾
「
印
巾
E
F
O
昌
吉
田
。
品
。
ロ
。
円
巾
玄
丹
市
』
色
。
-
ロ
∞
∞
ロ
ロ
印
ロ
巾
円
一
円
。
呂
田
洋
Z
Z
「
印
巴
匂
己
2
5
一
A

白
2
5
口
市
a
h
u

白
ロ
円
円
。
ユ
g
丹
市
白
岡
市
『
巾
℃
。
丹
市
田
マ
・
(
ぴ
)
ロ
O
ロ
区
内
岡
田
宮
∞
巾
「
三
回
口
白
G
Z
O
』
ロ
巾
白
円
門
戸
。
口
市
匂
『
。
σ
m
w
コ
旬
。
円
巾
2
・
z
m
w
m
山
内
巾
ロ
F
E
2
包
百
『
巾
岡
田
白
内
巴
O
巾
目
?

国
E
a
曲
目
g
自
時
国
旬
。
印
印
巾
印
包
。
口
市
同
出
血
〈
。
門
知
同
町
門
印
。
}
巴
S
H
】
町
円
ロ
ロ
5
4
町
田
監
件
。
ユ
【
法
的
史
)
】
S
E
『
・
ロ
ロ
b
m
w
b
?
E
門
司
自
立
。
コ
印
ロ
C
図
。
田
宮
内
包
。
ロ
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円
。
包
官
同
三
-

同
買
主
が
、

(
所
有
物
取
戻
訴
権
(
「

2
i
z
-
E巴
。
)
に
よ
っ
て
よ
り
も
)
む
し
ろ
プ

l
ブ
リ
キ
ウ
ス
訴
権
ま
た
は
永
借
地

そ
の
古
冗
主
が

(
P
E
5
〈
巾
円
円
高
血

-Z)
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
訴
権
を
行
使
す
る
よ
う
に
忠
告
し
た
の
に
、
こ
れ
を
行
な
わ
な
か
っ
た

(
す
な
わ
ち
、

忠
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
丘
三
呈
芯
巳
5
に
よ
っ
て
第
三
者
を
訴
え
た
)
場
合
に
は
、
買
主
の
悪
意
は
彼
に
と
っ
て
不
利
に
働
き
、
担

保
訴
権
(
白
色
。
号

2
2
2
-
Z
Z
)
に
よ
っ
て
訴
え
て
も
、
勝
訴
で
き
な
い
。
川
同
じ
こ
と
は
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
訴
権
に
関
し
て
も
認
め

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
訴
権
は
、
対
物
訴
権
で
あ
る
と
し
て
も
、

や
は
り
被
告
か
ら
占
有
を
奪
う
だ
け
の
も
の
で

あ
っ
て
、
債
務
の
対
象
で
あ
る
金
額
が

(
債
務
者
か
ら
)
債
権
者
に
支
払
わ
れ
た
な
ら
、
直
ち
に
消
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ

て
、
こ
の
訴
権
(
す
な
わ
ち
、

セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
訴
権
)
が
買
主
自
身
の
名
に
お
い
て
買
主
に
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
、

と
い
、
つ
こ
と

に
な
る
。

こ
の
パ
ピ
ニ
ア
l
ヌ
ス
・
テ
ク
ス
ト
の
エ
ク
セ
ゲ
l
ゼ
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
も
川
阿
部
、
第
一
文
と
、
川
部
、
ロ
。
ロ

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

E
S
H
か
ら
最
後
ま
で
、
に
分
割
し
ま
す
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
難
解
な
点
を
い
く
ぶ
ん
と
も
限
定
す
る
た
め
に
、
川
内
部
で
言
及
さ
れ
て
い
る
永
借
地
人
の
所
有
物
取
戻
準
訴
権
(
「
2

三口【出向白片岡
O
E
-
-昨
帥
)
に
つ
い
て
議
論
し
な
い
こ
と
に
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
私
が
プ

l
ブ
リ
キ
ウ
ス
訴
権
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
こ
と
は
、

ニ
ア

l
ヌ
ス
の
考
え
で
は
、
永
借
地
権
雪
印
岡
田
国
間

3
2
E哲
三
権
利
者
の
訴
権
に
も
適
用
可
能
で
す
。
私
は
、
こ
の
永
借
地
人
の
訴
権
を

(η) 

イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
オ
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
訴
権
が
前
古
典
期
お
よ
び
古
典
期
に
イ
タ
リ
ア
に
存
在
し
た
対

物
訴
権
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

前
の
テ
ク
ス
ト
で
は
極
度
に
圧
縮
さ
れ
た
文
章
が
そ
の
解
釈
を
難
し
く
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
テ
ク
ス
ト
で
も
っ
と
も
難
し
い
問
題

は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
川
部
で
議
論
し
て
い
る
事
案
を
精
確
に
想
定
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

ノf

ピ
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円。ロ【
2
2
5
5也
市
立
巴
を
論
ず
る
テ
ク
ス
ト
で
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
オ
さ
れ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が

幸子ι
旨岡

一
つ
も
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
本
テ
ク
ス
ト
で
は
、

g
自呂田

E
Z『
住
吉

g
z
c
〔
問
答
契
約
が
発
効
す
る
〕
と
い
う
一
言
葉
が
編
纂
者
に
よ

(
花
)

っ
て
修
正
さ
れ
た
こ
と
が
、
錯
乱
要
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。
レ

l
ネ
ル
の
パ
リ
ン
ゲ
ネ

i
ス
ィ
ア
か
ら
、
さ
ら
に
は
、
断
片
U
-
N
〕

N
・。。

(
乃
)

の
後
続
節
か
ら
の
内
容
だ
け
か
ら
で
も
ま
っ
た
く
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
す
が
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
本
テ
ク
ス
ト
で
述
べ
た
の
は
、
追
奪

担
保
問
答
契
約
で
は
な
く
、
担
保
訴
権
(
印
2
5
骨

2
2
2
E丹
市
)
、
す
な
わ
ち
、
物
を
握
取
行
為
に
よ
っ
て
譲
り
受
け
た
、
手
中
物
(
『

g

g
S
2
3
)
の
買
主
に
認
め
ら
れ
る
訴
権
で
あ
り
ま
し
た
。
同
部
の
内
容
か
ら
も
、
と
り
わ
け
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
議
論
し
て
い
る
事
案
で
、

買
主
が
自
己
に
対
し
て
提
起
し
た
訴
え
に
対
抗
し
て
、
売
主
が
悪
意
の
抗
弁
す
同
門
巾
宮
』

OE--)
を
提
出
で
き
た
し
、
ま
た
、
提
出
し
な
け
れ

(
初
)

ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
、
こ
の
抗
弁
が
追
奪
担
保
問
答
契
約
(
住
吉
E
5
号

2
5
5口
市
)
に
基
づ
く
問
答
契
約
訴
権
(
釦
2
5

Z
目
立
℃
己
主
ロ
)
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
提
出
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
本
テ
ク
ス
ト
で
議
論
し
た
訴
権
が

ち
な
み
に
こ
の
文
は
川
部
の
事
実
関

白円
2
0
色
巾
即
日
件
。
コ

g
g
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
証
明
で
き
ま
す
。
最
後
の
文

E
号
宮
・
:
g
E
唱
え
巳
も
、

係
の
再
構
成
に
は
非
常
に
役
立
つ
の
で
す
が
、
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
に
よ
っ
て
書
一
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
文
が
、

論
理
的
に
は
宙
に
浮
い
て
い
て
、
先
行
す
る
文
か
ら
は
決
し
て
出
て
来
な
い
か
ら
で
す
。

本
テ
ク
ス
ト
の
同
部
に
つ
い
て
は
、
パ
ピ
ニ
ア

i
ヌ
ス
が
議
論
し
て
い
る
事
案
の
再
構
成
は
、
難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
売
主

(
V
)

主

(
K
)

に
『

g
周
囲
白
ロ
巳
立
を
売
り
、
握
取
行
為
を
行
な
い
、

そ
の
占
有
を
買
主
に
移
転
し
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
目
的
物
は
イ
タ
リ

ア
の
土
地

2
5
E∞
ロ
包
斥

5)
で
し
ょ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
本
テ
ク
ス
ト
で
は
、

R
t
o
E
Z戸内
5
5
と
並
ん
で
、
永
借
地
権
公

5
5
国間『。

〈
巾
円
巴
拘
一
回
口
)
権
利
者
に
認
め
ら
れ
る
訴
権
も
言
及
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
の
土
地
の
握
取
行
為
(
自
自
己
唱
え
5
)
と
引
渡
(
可
包

EO)
が
な

さ
れ
た
後
で
、
買
主
が
そ
の
占
有
を
失
い
ま
し
た
。
彼
は
、
占
有
者
に
対
し
て
所
有
物
取
戻
訴
権
(
『
忠
三
口
品
目

gzo)
を
行
便
し
よ
う
と
し
て
、

そ
の
意
図
を
売
主
に
伝
え
ま
す
。
売
主
は
、
買
主
に
、
目
的
物
を
握
取
行
為
に
よ
っ
て
譲
渡
し
た
と
き
に
は
、
自
分
は
ま
だ
完
全
な
権
利
に
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お
い
て
(
包
足
立

g。
)
所
有
権
者
(
す
な
わ
ち
、
吉
印
円
』
三
芯
上
も
法
務
官
法

(EM
胃

2
z
z
z自
)
上
も
所
有
権
者
)

で
は
な
か
っ
た
、

と
打
ち

明
け
ま
す
。
所
有
権
者
で
な
い
理
由
は
、
た
と
え
ば
、
売
主
が
こ
の
目
的
物
を
遺
産
占
有
者
か
ら
取
得
し
た
り
、

ま
た
は
、
可
制
圧

zo
に
よ

っ
て
し
か
取
得
し
て
お
ら
ず
、
か
っ
、
い
ま
だ
二
年
間
の
使
用
取
得
(
戸

2
2宮
。
)
に
よ
っ
て
市
民
法
上
の
所
有
権
を
取
得
し
て
い
な
か
っ
た
、

と
い
っ
た
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

〔
売
主
〕

〔
買
主
〕

lま

に
、
司
丘
三
口
弘
同
門
白
色
。
で
は
な
く
、

む
し
ろ
虫
色
。
司
Z
E
E自
由
に
よ

V 

K 

っ
て
占
有
者
を
訴
え
る
よ
う
に
、
助
言
し
ま
す
。

V
の
助
言
に
従
わ
ず
に
、

2
』〈

-z-szo
を
行
使
し
、
敗
訴
し
ま
す
。

K
は
、

K
は、

今
度
は
、
売
主
に
向
か
っ
て
、
所
有
権
訴
訟
で
占
有
者
に
敗
れ
た
と
述
べ
て
、

V
に
対
し
て
日
自
己
宮
巴
o
に
基
づ
く
恒
三
芯
号

2
2。コ
g
g

を
行
使
し
ま
す
。
実
際
、

E
回
丘
三
-
巾
に
よ
れ
ば
、

K
は

V
に
対
し
こ
の
訴
権
を
行
使
で
き
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
買
主
が
、
白
2
5
号

2
2
0コ
Z
丹
市
を
用
い
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
第
三
者
が
買
主
に
対
し
て
吋
何
回
〈

zescc(ま
た
は
、
類
比
で
き
る
な
ん
ら
か
の
対

物
訴
権
)

を
行
使
し
て
、
勝
訴
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
、

さ
ら
に
、
買
主
が
握
取
行
為
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
引
渡
さ
れ
た
目
的
物
の
占
有
を

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

自
ら
の
意
思
に
よ
ら
ず
に
失
っ
た
後
で
、
自
ら
占
有
者
に
対
し
て
円
己
〈
庄
内
丘
町
民
一
。
を
行
使
し
て
、
敗
訴
し
た
場
合
に
も
、
こ
の
訴
権
が
認

め
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、

R
2
0
号
室
内

g
ユ
g
g
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
と
っ
て
は
、
買
主
が
所
有
権
訴
訟
で
敗
れ
た
の
が
、

被
告
と
し
て
で
あ
っ
た
か
、
原
告
と
し
て
で
あ
っ
た
か
に
よ
っ
て
、
違
い
は
生
じ
ま
せ
ん
。
担
保
念
日
ぎ
三
宮
印
)
に
基
づ
く
訴
権
が
後
者
の
〔
買

(
創
)

ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
の

0
・
N

「
ω
ω

∞-
H

か
ら
明
ら
か
で
す
。
と

主
が
原
告
と
し
て
敗
訴
し
た
〕
事
案
で
も
行
使
で
き
る
こ
と
は
、

と
り
わ
け
、

こ
ろ
で
、

K
が

V
に

R
Z。
門
出
向
白
ロ
円
円
。
ユ

g
g
を
行
使
し
た
事
案
に
関
し
て
、

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、

5
2
σ
H丹
市
同
号

-5
印
Z
5
(「
彼
を
彼
の

(
目
白
)

と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
表
現
は
、
法
律
家
の
専
門
用
語
で
、
彼
に
対
し
て

2
2
u
g
号
ロ
を
提
出
で
き

る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
。
・

2
・N
・
ωmw-H
の
ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
法
文
で
は
、
類
似
の
事
案
で
、
巾

H
2℃
g
a
o
z
が
明
示
的
に
言
及
さ

悪
意
が
害
す
る
こ
と
に
な
る
」
)
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れ
て
い
ま
す
。
買
主
は
、
売
主
の
助
言
に
反
し
て
目
的
物
を
『
2

三
邑
月
旦
5
に
よ
っ
て
返
還
請
求
す
る
だ
け
で
は
、

ま
だ
悪
意
で
(
号

-S巾)

行
為
し
た
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
が
、

し
か
し
、

ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
と
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
に
よ
っ
て
買
主
の
側
に
訴
え
提
起
上
の
悪
意

2
0
-
5
5



説。

白
岡
市
白
色
。
)
あ
り
と
い
わ
れ
る
の
は
、
買
主
が
『
巳
〈

g
e
s
t
o
を
行
使
し
て
、
所
有
権
訴
訟
に
敗
訴
し
た
だ
け
で
、
早
く
も
、

R
C
O
骨

E
n
gユ
Z
Z
に
よ
っ
て
売
主
に
訴
求
す
る
場
合
で
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
買
主
に
は

R
C
O
司ロ

Z
E自
由
に
よ
っ
て
占
有
者
を
訴
え
る
可
能

論

性
が
な
お
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
訴
訟
で
、
売
主
が
目
的
物
の
法
務
官
法
上
の
所
有
者

3
2
5コ
∞
与

2
巴
m
g
g
g巾
『
)
で
あ
っ
た
と
い
う
売

主
の
主
張
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
買
主
が
勝
訴
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
買
主
の

R
E
O
E
u
-
-円
S
E
が
却
け
ら
れ
た
場
合
に
初
め
て
、

彼
は
、
売
主
に
対
し
恒
三

5
r
g
n
gユ
丹
伊
丹
市
に
よ
っ
て
訴
え
て
、
勝
訴
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
、

ε
-
5
5
回開

g
E
と

は
い
え
な
く
な
る
か
ら
で
す
。

本
パ
ピ
ニ
ア
!
ヌ
ス
・
テ
ク
ス
ト
の
同
部
に
関
し
て
な
お
議
論
す
べ
く
残
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
問
題
は
、
売
主
の

E
n
Z号
g
責
任
で
は

な
く
、
追
奪
担
保
問
答
契
約
(
た
と
え
ば
、
二
倍
額
の
問
答
契
約

2
G
E
E
-
o
s
z立
釦
巾
)
に
基
づ
く
責
任
が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
っ
た
な
ら
、

(
お
)

こ
の
法
律
家
の
決
定
は
ど
う
な
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
ポ
ン
ポ

l
ニ
ウ
ス

0
・
N
戸

N

H

φ

同
か
ら
知
る
と
こ
ろ
で
は
、

こ
の
よ
う
な
問
答
契
約
が
効
力
を
生
ず
る
の
は
、
第
三
者
が
買
主
に
対
し
て
、
『
丘
三

E
-
2
5
ま
た
は
こ
れ
に
類
す
る
対
物
訴
権
を
行
使

し
て
、
勝
訴
し
、
こ
の
結
果
、
買
主
が
取
戻
議
求
を
受
け
た
目
的
物
を
原
告
に
返
還
し
た
り
、

ま
た
は
、
原
告
に
訴
訟
物
の
評
価
額
笠
宮

先
日
江
自
主
芯
)
を
支
払
っ
た
場
合
だ
け
で
な
く
、

さ
ら
に
、

2
呂
宮
∞
括
協
ミ
与

2
6
z
z
gロ
〈
巾
ロ
吉
回
忌

g
Z
E∞
2
円
(
占
有
者
が
買
主
か
ら

も
、
同
様
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
は
、
占
有
者
に
対
す
る

2-

i
E
R色
。
を
却
け
ら
れ
た
買
主
が
、
追
奪
担
保
問
答
契
約
に
基
づ
く
問
答
契
約
訴
権
(
白

n
Z
Z
住
吉

EC)
を
行
使
し
て
、
勝
訴
で
き
る

『2
i
E
F
g
z
o
に
よ
っ
て
訴
求
さ
れ
、
免
責
判
決
を
受
け
た
後
)

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
確
か
で
す
。
周
知
の
よ
う
に
、
明
立
ち
ロ
]
白
色
。
号
雪
足
立
富
市
を
行
な

う
売
主
が
買
主
に
諾
約
し
た
の
は
、
売
主
は
買
主
に
一
定
額
(
代
金
価
額
ま
た
は
そ
の
二
倍
額
、

も
し
く
は
、
価
値
の
価
額
ま
た
は
そ
の
二

倍
額
)

を
支
払
う
、

'
'
A
Y
，d
J

、

ふ
J
J
J
1」

そ
れ
は
、
買
主
に
対
し
て
足
二
百

E
S
E
ま
た
は
こ
れ
に
類
す
る
対
物
訴
権
が
行
使
さ
れ
て
、
認
容
さ
れ
、

こ
の
結
果
、
買
主
が

E
Z
Z
再
開
『
巾
(
目
的
物
を
保
有
す
る
可
能
性
)
を
失
っ
た
場
合
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
買
主
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が
占
有
者
に
対
し
て
た
し
か
に
市
民
法
上
の
所
有
権
訴
訟
で
敗
訴
し
た
と
し
て
も
、

し
か
し
、
民
巴
。
司
ロ

Z
5
2白
に
よ
っ
て
な
お
訴
え
る

こ
と
が
で
き
た
場
合
に
は
、
ロ
ー
マ
の
法
律
家
た
ち
の
考
え
で
は
、
買
主
は
な
お
目
的
物
の

E
Z
2
2
2
5
を
失
っ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

(
似
)

し
た
が
っ
て
、

2
G己
主
芯
は
効
力
を
生
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
で

そ
れ
ゆ
え
、
追
奪
担
保
問
答
契
約
の
条
件
の
一
つ
が
ま
だ
成
就
せ
ず
、

に
言
及
し
た
ユ
リ
ア

l
ヌ
ス
・
テ
ク
ス
ト
U

N

H

・
ω
e
u
m
v
-
H

で
は
、
そ
ん
な
わ
け
で
、
同
じ
事
案
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

(
邸
)

印
ロ
胃
『

3
門
司
ロ
芝
笠
白
出
向
白
2
5
2
胃
。
℃

5
・
E
R
E立
白
内
印

ε己主
。
目
。
ロ
円
。
呂
田
』
丹
門
司
苫
「
・
〔
恒
三
』
O

可

z
z
n
E
g
が
残
存
し
、
こ
の
た
め
に
、

住
吉
g
z
o
E
1
2
は
発
効
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
〕
買
主
の
白
2
5
2
2
G三
曲
吉
を
、
即
座
に
裁
判
官
は
却
け
ま
す
。
売
主
に
よ
る

2
2匂
z
o
$
0
2
の
提
出
は
、

レ
l
ネ
ル
の
パ
リ
ン
ゲ
ネ

1
ス
ィ
ア
に

ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、

お
け
る
本
テ
ク
ス
ト
の
佐
置
か
ら
だ
け
で
な
く
、

R
E
o
a巾白ロ
2
0
1
g丹
市
の
規
律
と
追
奪
担
保
問
答
契
約
に
基
づ
く
白
n
c
o
m
H
凹
巴
宮
E
E
の

規
律
と
の
伺
の
違
い
に
よ
っ
て
も
、
。
・
N
H目

N

固
ま
雪
国
の
判
部
の

g
自

S
F
E
Z
-
『回

ε己
主
5
と
い
う
言
葉
が
法
典
編
纂
者
に
よ
っ
て
イ
ン
テ

ル
ポ
ラ
テ
ィ
オ
さ
れ
た
、

と
推
論
で
き
る
の
で
す
。

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

も
っ
と
困
難
な
の
は
、
本
テ
ク
ス
ト
の
川
部
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
で
す
。
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
彼
が
阿
部
で
買
主
が
補
充

訴
権
と
し
て
な
お
、

R
C
O
司
E
Z
R
E
E
を
行
使
で
き
る
事
案
に
関
し
て
書
い
た
こ
と
は
、
売
主
が
買
主
に
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
訴
権
(
白
2
5

P
2
-告
白
)
を
行
使
す
る
よ
う
助
言
し
、
買
主
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
占
有
者
に
対
し
「
巴
三
国
仏

-g円

5
に
よ
っ
て
訴
え
た

(
が
、
失

敗
し
た
)
場
合
に
は
、
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
議
論
し
て
い
る
事
案
を
想
定
す
る
た
め
に
は
、
幾
分
の
熟
慮
と
想
像
力
が
必
要
で
す
。
私
の
考
え
で
は
、
川

部
で
論
議
さ
れ
て
い
る
事
案
は
、
そ
の
解
決
は
川
阿
部
で
論
ぜ
ら
れ
た
事
案
に
つ
い
て
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
提
示
し
た
解
決
と
は
異
な
る
も
の

で
し
た
が
、
以
下
の
通
り
で
し
た
。
売
主
が
買
主
に
売
却
し
た
『

2
ヨ
自
己
主
(
お
そ
ら
く
は
、
ま
た
も
や
、
イ
タ
リ
ア
の
土
地
)
を
握
取
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行
為
に
よ
り
譲
渡
し
、
引
渡
し
ま
し
た
。
買
主
は
、
購
入
土
地
の
占
有
を
失
い
、
占
有
者
に
対
し
て
「
2
i
E尽
き
。
を
行
使
し
た
い
と
思



説

っ
て
い
ま
す
。
買
主
が
売
主
に
こ
の
意
図
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、

V 

〔
官
冗
、
王
〕

〔
国
貝
、
王
〕

に
、
「

2
iロ
仏
国

g
t
o
よ
り
も
む
し
ろ

2
2
0

は

K 

P
2
g
g
を
行
使
す
る
よ
う
に
、
助
言
し
ま
す
。

V
は
K
に
、
土
地
を
握
取
行
為
に
よ
り
譲
渡
し
た
時
点
で
は
、
自
分
は
そ
の
土
地
に
対

論

す
る
所
有
権
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
抵
当
権
し
か
な
か
っ
た
、
と
打
ち
明
け
ま
す
。

V
は
、
こ
れ
に
付
け
加
え
て
、
自
分
は
買
主
が
こ
れ
を
す

そ
の
理
由
は
、
自
分
の
予
想
で
は
、
自
分
の
債
務
者
が
そ
の
債
務
を
弁
済
せ
ず
、
自
分

べ
て
感
付
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
こ
と
、

は
こ
の
た
め
に
目
的
物
を

K
に
売
っ
た
と
債
務
者
に
通
告
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
、

と
述
べ
ま
す
。
買
主
は
、

ま
た
も
や
、
こ
の
助
言
に

従
わ
ず
、

R
Z
o
P
2
3
E
で
は
な
く
、
『
巾
同
〈

H
E
F
E
C
O
を
行
使
し
、
こ
の
所
有
権
の
訴
え
を
却
け
ら
れ
ま
す
。
買
主
が
こ
こ
で
ま
た
も
や

脚
内
位
。
色
町

2
2
0
2
S丹
市
を
用
い
て
売
主
に
向
か
う
と
、
成
功
を
収
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
事
案
で
は
、
買
主
に
訴
え
提
起
上
の
悪
意

し
た
が
っ
て
、
売
主
は
、
白
円
己
。
内
同
市
白

Eng
コg
丹
市
に
対
し
て

2
2唱
昨
日
。
号
ロ
を
提
出
で
き
ま
せ
ん
。

買
主
に
対
し
て
代
替
訴
権
を
用
い
る
よ
う
に
と
指
示
で
き
る
の
は
、
こ
の
代
替
訴
権
が
、

2
2
0
2
E
2自
白
の
場
合
と
同
様
に
、

2-

(品。

-
5
g
お
g
号
)
あ
り
と
は
い
え
ず
、

i
E
E
E。
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
効
果
を
も
っ
場
合
だ
け
で
す
。
買
主
が
所
有
権
訴
訟
で
敗
れ
て
も
、

ま
だ
本
物
の
代
替
訴
権
を
自
由
に
で
き

る
場
合
に
だ
け
、
買
主
は
、
売
主
の

2
2℃
忠

O《

Ho--
の
提
出
に
よ
っ
て
却
け
ら
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
買
主
が
月
巴

o
r
コ
E
E
を
行
使
で

き
る
の
に
、

そ
う
す
る
こ
と
を
拒
み
、

2
四
三
旦
克
己

5
に
よ
っ
て
訴
え
、
こ
の
訴
訟
に
敗
れ
て
、
売
主
を
白
色
。
号

2
2
0
コZ
丹
市
に
よ
っ
て

訴
求
す
る
場
合
に
は
、
買
主
は
、
売
主
に
対
し
、
宮
出
耳
石
色
。
に
基
づ
く
こ
の
訴
権
に
よ
っ
て
訴
え
、
勝
訴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ

ろ
で
、

R
Z
O
司

E
U
-
R
S
E
と

R
z
o
r
コ
3
2
と
の
こ
の
違
い
の
根
拠
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
、
あ
る
い
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
白

2
5

ω巾
『
三
告
白
が
円

2
1
E
-
g
z
c
の
代
替
訴
権
と
見
ら
れ
な
い
の
は
、

な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
二
つ
の
根
拠
が
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
自
身
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
三
つ
め
の
根
拠
は
、
こ
の
節
の
最
後
に
付
加
さ
れ
た
註
釈
の
中
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
つ
め
は
、
抵
当

債
権
者
に
認
め
ら
れ
る
白

2
5
F
2
5
5
は、

た
し
か
に
、
『

2
5ロ丘
g
z
o
と
同
様
に
、
対
物
訴
権
で
す
が
、

し
か
し
、

そ
の
目
標
は
ま
っ

た
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、

R
E
P
2
5
E
は
、
債
権
者
に
抵
当
物
の
裸
の
占
有

(
E
E
宮
Z
2包
。
)
を
与
え
る
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だ
け
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
訴
権
を
行
使
す
る
買
主
に
、
請
求
物
を
利
用
し
、

そ
の
果
実
を
収
取
す
る
権
利
を
、
決
し
て
与
え
は
し
ま
せ

ん
。
こ
の
点
で
、

R
Z
o
r
2
5
E
は、

2-
三
E
F内田仲
FO
と
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
。
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
は
、

」
の
対
物
抵
当
訴
権
を

2

ヱE
-
g
z。
の
代
替
訴
権
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
う
一
つ
別
の
根
拠
を
与
え
ま
す
。
そ
れ
は
、

そ
の
存
在
が
き
わ
め
て
不
確
定
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
売
主
の
債
務
者
が
そ
の
負
担
し
て
い
る
金
額
(
℃

2
5
5
)
を
彼
の
債
権
者
(
売
主
)

に
支
払
う
や
い
な
や
、

曲円

g
P
2
3
5
も
消
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。
白

ntoω
巾
吋
三
自
由
に
よ
っ
て
買
主
に
与
え
ら
れ
る
法
的
保
護
は
、

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
点
で
も
、

所
有
権
訴
権
の
法
的
保
護
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
の
で
す
。
最
後
に
、
本
テ
ク
ス
ト
の
末
尾
に
パ
ピ
ニ
ア

1
ヌ
ス
の
決
定
に
付
加
さ
れ
た
註

釈
に
も
、

R
Z
O
ω
R
2
2白
と
『

2
i
E片
恒
三
C

の
違
い
の
一
二
つ
め
の
根
拠
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
註
釈
の
著
者
が
正
当
に
も

説
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
対
物
担
保
訴
権
は
、
買
主
に
彼
の
名
に
お
い
で
す

E
g
g
-ロ
巾
)
帰
属
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、

買
主
は
、
土
地
に
対
す
る
抵
当
権
が
付
従
す
る
債
権
の
権
利
者
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
買
主
が
、

R
g
p
コ
g
E
を
行
使
で

き
る
の
は
、
売
主
の
自
己
の
財
産
の
た
め
の
訴
訟
代
理
人
(
円
高
E
Zユ
ロ

Z
B
凹

E
主
と
し
て
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
訴

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

権
は
、
買
主
が
自
己
の
名
前
で
行
使
で
き
る
『

2
2
E
-
z
z
o
と
は
対
比
で
き
ま
せ
ん
。
逆
に
言
え
ば
、
買
主
が
、

2-
〈回口門同一円白

Eo
の
代
わ

り
に
指
示
さ
れ
る
対
物
訴
権
が
、
前
者
の
訴
権
と
同
じ
結
果
に
い
た
り
、
買
主
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
い
事
実
、
す
な
わ
ち
、
売
主
の
債
務

者
の
負
債
金
額
の
支
払
に
よ
っ
て
消
滅
せ
ず
、

そ
し
て
、
買
主
が

2
-
2ロ
庄
内
巳
5
の
代
わ
り
に
行
使
で
き
る
訴
権
を
自
己
の
名
に
お
い
て

行
使
で
き
る
場
合
に
、
こ
の
訴
権
は
、
虫
色
。

2σ
口
三
白
白
血
の
場
合
と
同
様
に
、

2
2
5
S
F門
主
芯
の
代
替
訴
権
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

『
2
2
E
-
g巴
。
を
占
有
者
に
行
使
し
て
敗
訴
し
た
買
主
が
、
即
座
に
釦
円

Zo
号
皇
内
円
。
三
民
間
を
用
い
て
売
主
を
訴
求
し
、
そ
の
前
に
占
有
者

に
対
し
て
代
替
訴
権
を
行
使
し
て
成
功
す
る
か
ど
う
か
を
試
さ
な
い
場
合
、
こ
の
場
合
に
の
み
、
売
主
は
、
国

n
z
o
a巾
E
2
0
コZ
丹
市
に
対
抗

し
て
、

2
2ヌ
5
品

OZ
を
提
出
で
き
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
買
主
が
『

2
i
z
-
g立
。
を
行
使
し
て
敗
訴
し
た
後
で
、

ま
ず
第
三
者
H
占
有

者
に
対
し
て
白

2
5
r
2
5
2
を
行
使
す
る
の
を
拒
絶
し
て
、
即
座
に
売
主
に
対
し
て

R
E
色巾

E
n
g『
E
丹
市
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
買
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説

主
に
は
、
号

-
5
5白
m
g
s
o
と
い
う
非
難
は
で
き
な
い
の
で
す
。

こ
の
二
つ
め
の
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
・
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
も
ま
た
、
一
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
川
の
非
常
に
圧
縮
さ

論

れ
た
事
案
提
示
に
よ
っ
て
理
解
が
困
難
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

し
か
し
、
不
明
確
だ
と
か
不
可
解
だ
と
か
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
、

O 

本
講
演
を
終
え
る
に
あ
た
り
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
結
論
を
ご
く
簡
潔
に
ま
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、
深
く
掘
り
下
げ
て
考
え
る
法
学
の
思
索
家
で
あ
り
、
そ
の
事
案
の
議
論
に
お
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
法
的
事
案
の
類

似
点
や
相
違
点
に
つ
い
て
彼
が
与
え
る
分
析
は
、
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
彼
の
著
作
か
ら
『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』
に
採
録
さ
れ
た
断
片
に
は
、

時
と
し
て
、
註
釈
や
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
オ
も
あ
り
ま
す
が
、

し
か
し
、

そ
の
改
訂
が
著
し
く
な
い
こ
と
は
、
確
か
で
す
。
そ
の
し
ば
し
ば

非
常
に
圧
縮
さ
れ
た
文
章
表
現
、

お
よ
び
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
独
創
的
で
難
解
な
思
考
過
程
に
よ
っ
て
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
は
、

た
い
て
い

の
場
合
、
簡
単
に
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、
不
明
確
だ
と
か
、
意
味
不
明
だ
と
か
で
な
い
こ
と
は
、
確
か
で
す
。
彼
の
思

索
の
深
み
に
入
り
こ
も
う
と
努
力
す
る
者
は
、
彼
の
思
想
の
豊
か
さ
に
よ
っ
て
、
高
い
報
酬
を
受
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。

注ホ
本
稿
は
、
私
が
一
九
八
九
年
三
月
一
四
日
に
福
岡
の
九
州
大
学
、
お
よ
び
、
一
九
八
九
年
三
月
二
三
日
に
札
幌
の
北
海
道
大
学
で
行
な
っ
た
講

演
の
テ
ク
ス
ト
を
加
筆
・
訂
正
し
た
も
の
で
す
。
同
僚
で
あ
る
西
村
重
雄
教
授
(
福
岡
)
お
よ
び
小
菅
芳
太
郎
教
授
(
札
幌
)
に
は
親
切
な
ご
招
待

を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
同
僚
で
あ
る
小
川
教
授
に
は
、
私
の
ド
イ
ツ
語
テ
ク
ス
ト
を
日
本
語
に
翻
訳
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
点
で
は
、
同
教
授
に
大
い
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

(
1
)
ω
・
言
問

E
z
-
-
出向『

r
E
D
E
E
M
O
N
S
-
m
虫
色
Z
諸
島
町
『
『
富

z
s
g』口三日丹市
P
N
・
〉
え
?
の

ZN14弓
F

町周囲
l問。
Z
5
2
-
∞
-
N
2
l
認め・

(
2
)
〈
包
・
出
回
帥
丹
・
〉
Em-Hω
・∞
-
N
-

と
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(口)部経録~~誌に布('\ {..!.'害訴締Gadulterium ..v stuprum ..v G ~ G凶fjge20エνさ， Vgl. H. Ankum， La captiva adultera. 

Problemes consernant l'accusatio adulterii en droit romain classique， in RIDA 3e serie， t. 32， S. 157-159 u. derselbe， La 

sponsa adultera: Problemes concernant l'accusatio adulterii en droit romain classique， in Estudios Alvaro d'Ors， 1， Pamplona 

1987， S. 163-165 

(~)け，足立のエ νti' s. V. Giuffre， Papiniano fra tradizione ed innovazione， in ANRW， II， 15， Berlin-New York 1975， S. 656 . 

658. 

(虫)

会
総
峰
山
崎
M
W
E
E
柊
半
世
制
，
d
町
民

l
ト
川
町
J

V

ヘ
ロ-î> G鴬給総 l 桜'~ム~~' -'J岳会合'。く。'.l.ll¥ト-~ r<: G Quaestiones ~ヰム~ ~ Responsa ~。ェ νti' s. F. Schulz， Ge. 



説

同
門
E
n
宮
内
島
市
『
『
D
E
Z
n
u
g
F
n
Z
2
5
2
R
E
P
-
巧
色
目
白
『
5
2
・
ω
N
∞
N
N
∞
め
E
-
N
2
1
8
N

(
日
)
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
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え
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岡
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m
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日
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(
日
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忠
弘
E
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-
-
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Z
E
g
-
E
S
S
E
-
-
E
)
・
ω
・
ω
品
目
は
、
た
と
え
ば
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
で
は
「
道
徳
的
評
価
の
諸
要
素
が
際
立
っ
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
。

(
日
)
ω
・
↓
F
-
Z
即
可
巾
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2
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Z
E
品
目
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5
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p
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z
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u
z
n
町
内
・
5
何
回
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E
C
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四
-
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タ
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富
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『
国
内
同
回
。
∞
∞
・
ω
・
ω
∞
印
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(
口
)
こ
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テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
印
・
司
〈
o
n
-
-
U
F
『
広
吉
開
2
e
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z
o
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o
自
由
ロ
0

・
戸
N
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巾
己
反
・
宮
口
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C
岡
市
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ω
-
∞
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・
冨
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円
・
玄
白

q
・

〈
巾
『
巾
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ロ
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E
P
H
@
∞
∞
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〉
ロ
E
-
H
e
・
ω
ω
∞
品
l
ω
∞
印
・

(
国
)
の
国
民
間
吋
少
司
8
5
3
ロ
0
・
H
@
斗
印
(
〉
ロ
ヨ
-
H
N
)
・
∞
固
め
巴
は
、
す
で
に
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
「
注
意
は
、
も
っ
ぱ
ら
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、

常
に
そ
し
て
普
通
以
上
に
、
:
:
:
皇
帝
の
規
範
に
向
い
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
た
。

(
日
)
ω
・
何
n
O
2
P
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》
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目
出
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同
白
ロ
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・
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∞
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∞
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句
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初
)
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は
、
こ
の
論
文
(
日
o
u
g
〉
ロ
自
・
5
)
ω
・
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土
で
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
い
わ
ば
過
渡
期
に
生
き
、
「
彼
の
時
代
の

現
象
に
気
を
配
り
、
伝
統
と
勃
興
し
つ
つ
あ
る
新
し
い
世
界
と
の
間
の
緊
張
関
係
を
強
く
意
識
し
て
い
る
」
、
と
書
い
て
い
る
。

(
幻
)
近
年
、
ア
ル
パ
ネ
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が
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挙
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『
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司
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仲
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l
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-
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合
同
E
t
o
E
ヨ
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∞・〉戸
U
回
同
国
内
日
夕
同
》
担
問
】
5
3
=
。
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∞
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∞
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∞
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・
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∞
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∞
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(
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)
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ン
ポ

l
ニ
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ス
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て
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、
私
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、
5
g
ユ
白
社
か
ら
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も
な
く
刊
行
さ
れ
る
論
文
で
、
国
S
R
b
・
c
m
w
-
5
・
5
α
N
(
印
・
〉
ロ
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-
N
品
)
・
ω
目
N
品

に
あ
る
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E
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げ
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と
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認
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l
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ス
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、
二
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で
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。
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(お)1) ~ 却処!2 0:;ν~' s. 1. Paricio， Historia y fuentes del derecho romano， Madrid 1988， S. 183-184; G. Dulckeit-F 

Schwarz-W. Waldstein， Romische Rechtsgeschichte， 8. Aufl.， Munchen 1989， S. 300 u. G. Cervenca in Lineamenti di Storia 

del Diritto Romano (s. la dir. di M. Talamanca)， 2a ed.， Milano 1989， S. 606-607 
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(自)S. Hist. Aug.， 10. 21. 8. 

(宮)S. Costa， Papiniano， l， 1894= 1964 (Anm. 19)， S. 368-370. 

(お) 0:::， ~ ¥¥ト-!，，-t¥帯主!2や♀νさ， s. D. Mantovani， Digesto e masse bluhmiane， Milano 1987; Paricio， Historia y fuentes， 1988 

(Anm. 27)， S. 209-211; Dulckeit-Schwarz-Waldstein， Romische Rechtsgeschichte， 1989 (Anm. 27)， S. 309 u. R. Bonini in 

Lineamenti， 1989 (Anm. 27)， S. 646-648. 

(~) S. T. Honore and 1. Menner， Concordance of the Digest Jurists， Oxford 1980， S. 26-28. 

(自)Jacobus Cuiacius， Commentarii…in libros Quastionum…Papiniani， in Opera omnia， Napoli 1722， tom. IV. 

(芯)Cuiacius， Opera omnia (Anm. 33)， t. V， S. 269. 

(お)Th. Mommsen， Gesammelte Schriften， II， Berlin 1905， S. 158. 

(沼)E. Costa， Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano， I-IV， Bologna 1894-1899= Roma 1964. 

(お)E. Costa， Storia delle fonti del diritto romano， Milano 1909， S. 105. 

(~) P. Kruger， Geschichte der Ql凶lenund Literatur des romischen Rechts， 2. Aufl.， Munchen und Leipzig 1912， S. 224. 

(詔)A. A. Schiller， Papinianus， Aemilius， in Encyclopaedia of the Social Sciences， vol. 11， New York 1933， S. 570. 

(宕)Orestano， Papiniano， 1965 (Anm. 14)， S. 365 

(写)M. Kaser， Romische Rechtsgeschichte， 1967 (Anm. 14)， S. 195. 

(司)Kruger (Anm. 38)， S. 224. 

(甲)Kruger (Anm. 38)， S. 224. 

(事)Orestano， Papiniano， 1965 (Anm. 14)， S. 365 
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(*) Kaser， Romische Rechtsgeschichte， 1967 (Anm. 14)， S. 195. 

(事) r~~ti' さささまま~;;誌が~rQ J ..>J:'小 e 為て会 11 ーか吋 C11110鰍~時(\ {.!O s. Mommsen， Nachruf auf Pernice， in Gesammelte 

Schriften， III， Berlin 1899， S. 579; vgl. auch Schulz， Geschichte， 1961 (Anm. 13)， S. 299 u. Anm. 2. 

(害時)rきさはさ2tC出 111>---I><.K宕ぷ...， C (Papinianismus) 込標!1要時株W~(\{'!C や時三=--'ーもJ小エ小 'J ..>J-R&' Iトーで 4マ~\Iト'Il<J

毒Eきま...J {'!C~ (¥ {.!oJ s. Mommsen， (Anm. 46)， S. 579 u. Schulz， Geschichte， 1961 (Anm. 13)， S. 299. 

(詰)B. Kubler， Geschichte des romischen Rechts. Ein Lehrbuch， Leipzig-Erlangen 1925. 

(~) P. Bonfante， Storia del diritto Romano. ~::J 111JII機ti'4. Aufl. 1， Roma， S. 391 !1....，'うすi~" 穏当量♂ 4二時。ぬ秘密舟 1ト吐、 κι

C~..>J...J ν ， ，長入トト入 1ト込 Anm.1 や絡むν ニrQ lト ~K ム笠， D. 21. 2.64.2; D. 24. 3.7.1 u. D. 31. 75. 1 ~持母。

(君)L. Chiazzese， Introduzione allo studio del Diritto Romano， 3a ed.， Palermo 1947， S. 248. 

(日)V. Arangio-Ruiz， Storia del Diritto Romano， 7a ediz. Rist.， Napoli 1966， S. 291 

(日)Chiazzese (Anm. 49)， S. 248. 

(臼)Arangio-Ru民 (Anm.50)， S. 291 

(巴)Schulz， Geschichte， 1961 (Anm. 13)， S. 296-297 u. 300. 

(苫)Arangio-Ruiz (Anm. 50)， S. 366. 

(巴)Bonfante， Storia， 1 (Anm. 48)， S. 391. 

(包)A. M. Honore， The Several Lawyers: a preliminary survey， in SDHI 28 (1964)， S. 163. 

(邑)Orestano， Papiniano， 1965 (Anm. 14)， S. 365. 

(出)Arangio-Ruiz， Storia， 1966 (Anm. 50)， S. 291. 

(巴)Kaser， Romische Rechtsgeschichte， 1967 (Anm. 50)， S. 291. 

(g) A. Guarino， L'Esegesi delle fonti del diritto romano， 1， Napoli 1968， S. 230. 

(沼)Giuffre， Papiniano， 1975 (Anm. 12)， S. 639. 

(~) Honore， The Several Lawyers， 1964 (Anm. 56)， S. 163. 

(~) Orestano， Papiniano， 1965 (Anm. 14)， S. 165 
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(苫)Kaser， Romische Rechtsgeschichte， 1967 (Anm. 14)， S. 195. 

(巴)Guarino， L'Esegesi 1， 1968 (Anm. 60)， S. 230 

(宰) Definitiones!2 ¥' ニνさ， s. Schulz， Geschichte， 1961 (Anm. 13)， S. 212' Quaestiones !2 ¥' :;νさま， s. Schulz， Geschichte， 

S. 296-297' 将吋~' Responsa!2 ¥'ェ νさま， s. Schulz， Geschichte， S. 300 

([0) Schulz， Geschichte， 1961 (anm. 13)， S. 296-297. Responsa!2やニ νさま， s. Schulz， Geschichte， S. 300. rて0.;.111トーIl<， KG

Responsa ~'ミ経+0唖ま寂応援!2 11 '1ヰ会主ヤ 0，入吋!2話回収Jヰ4410」

(包)リ~!2 0:;νtγvgl. W. Flume， In memoria Fritz Schulz， in SZ 75 (1958)， S. 501 u. Schulz， Geschichte， 1961 (Anm. 13)， 

S. 297， Anm. l. 

(f2) Arangio-Ruiz， Storia， 1966 (Anm. 50)， S. 366， Anm. l. r露草~~!2 1111rr，ペ~'文句 11 ト-Il<， KG 榊廷-'J ~~ν エ州側近O~ !2.;q 
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(~) Giuffre， Papiniano， 1975 (Anm. 12)， S. 653. 

(に) J) G 小、 Kム!2οェνti's. Cuiacius， Opera omnia， IV， 1722 (Anm. 33)， S. 168-169; Costa， Papiniano， IV， 1899= 1964 

(Anm. 19)， S. 76-77 u. F. Schwarz， Die Grundlage der condictio im klassischen r凸mischenRecht， Munster-Koln 1952， S. 

38-40 u. 45-46. 

(~) S. O. Lenel， Palingenesia iuris civilis， 1， Lipsiae 1889， Sp. 826， Nr. 146 

(ロ) ~-'J吋当， s. Iul. D. 12.6.32. l. 

(苫)-jt;:i式蜘絵縦三兵士時， exceptiones perpetuae (制~ti' peremptoriae) -'J exceptiones temporales (制どさま， dilatoriae) 

凶Eミ!20:;νti's. M. Kaser， Das romische Zivilprozesrecht， Munchen 1966， S. 196 

(巳) S. Cuiacius， Notae in Digesta sive Pandectas， Opera omnia， t. X， Napoli 1722， Sp. 56; auch idem， Opera omnia， IV， 1722 

(Anm. 33)， Sp. 169:“Florent. male condictionis， legendum conditionis". (rトヤム八ト叫仲持!2condictionis -'J嶋崎 ~ti" :nui~

'Î-'今~~' conditionis-'J憾。γ柏や崎心J0) 
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同
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テ
ク
ス
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い
て
は
、
∞
-
n
a
g
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F司
M
E
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o
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H
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(
〉
ロ
呂
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H
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4
ω
H
N
ω
(彼
は
、
パ
ピ
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
こ
こ
で

a
G
z
-色
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含
三
世
巾
と
述
べ
た
と
、
誤
っ
て
考
え
て
い
る
)
一
白
河
ち
巾
7
0
お
国
恒
常
ロ
異
色
何
回
〈
巾
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吉
岡
市
『
∞
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a
g
玄
宮
崎
市
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E
河
市
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戸
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F
何

回。。
N
-
ω
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〉
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-
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E
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v
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『
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『
門
戸
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色
白
ロ
岡
市
回
全
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吋

o
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・
〉
ロ
E
-
Y
H
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・
〉
ロ
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U
E
2
c
m
cヨ
S
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2
a
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司
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E
何
回
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N∞・

ω
∞
。
。
は
、

J
巾
-
2
・:℃『
8
2
5
市
田
ぺ
と
い
う
言
葉
を
イ
ン
テ
ル

ポ
ラ
テ
ィ
オ
と
考
え
て
い
る
が
、
私
の
考
え
で
は
、
十
分
な
根
拠
は
な
い
。

(
河
)
レ

1
ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
断
片

0
・
N
r
N・
。
。
は
、
元
来
、
宮
門
件
。
ユ
Z
M
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
日
・
司
包
百
聞
g
Z
E
-
-
-

]
{
∞
匂
匂
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〉
ロ
ヨ
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叶
N
)
・
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-
P
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(
河
)
司
MW司
0
・
N
H
-
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H
に
つ
い
て
は
、
目
・
国
・
〉
己
主
旨
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g
コ
冨
仲
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2
Z
3
2
-
z
t
o
s
s
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=
自
己

mg∞
一
巾
色
『
O
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『
。
自
由
百

円
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川
百
冨
2
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三
四
百
coz-ロ
GE巾
白
ロ
ロ
戸
田
・
何
回
出
血
一
苫
・

5
2
g
g
2
5「白
E
C
E
C同
門
『
巾
印
只
S
Z
2『
z
g
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号

冊

目

口

凹

Z
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市
営
『
戸
市
岡
山
江
田
岡
印
円
。
『
可

O同

丹宮市

C
E〈
巾
『
回
目
々
。
同

C
円『巾円
FF
〉
回
日
巾
口
同
句
、
吋
少

ω・山
w
t
H
(
)

・

(
剖
)
買
主
は
、
こ
の
事
案
で
は
、
追
奪
さ
れ
て
も
、
彼
が
購
入
し
た
目
的
物
の

E
Z
2
2
3
5
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
(
ニ
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
、

彼
は
、
目
的
物
の
占
有
者
を
、
な
お

R
Z
D
E
u
-
-
S
E
に
よ
っ
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
た
)
の
で
、
追
奪
担
保
問
答
契
約
に
基
づ
く

R

g

a

己
G
z
g
g
は
売
主
に
対
し
て
と
う
て
い
行
使
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
売
主
は
、

2
2℃
t
G
a
o
-』
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
本
文
テ
ク
ス
ト
を
参
照
。

(
剖
)
ポ
ン
ポ

l
ニ
ウ
ス
は
、
追
奪
担
保
問
答
契
約
に
基
づ
く
白
2
5
2
S
E
Z
Z
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

彼
の
『
サ
ピ

l
ヌ
ス
註
解
』
第
九
巻
か
ら
り
-
N
H
-
N・
5
・
H
に
採
録
さ
れ
た
断
片
で
、
書
い
て
い
る
o

「
問
答
契
約
が
発
効
す
る
と
い
わ
れ
る
の

は
、
:
:
:
占
有
者
が
買
主
に
訴
え
ら
れ
て
、
免
訴
判
決
を
受
け
た
場
合
で
あ
る
(
ロ
ロ
三
号
笠
宮
z
c
o
n
O
B
E
E
E
2
E『
Z
ロ
p
n
E
B
-
-
-

H

話
回
目
巾
回
目
。
『
同
『
巾
同
HUZ『巾円。ロ
S
E
E
M
同
F
8
2
Z∞
g
F
)
。
」
さ
ら
に
、

0
・
N
H
-
N
ω
。
-H
に
お
け
る
ユ
リ
ア

1
ヌ
ス
の
見
解
も
参
照
。
「
テ
ィ
テ
ィ

ウ
ス
が
〔
汝
の
奴
隷
が
購
入
し
て
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
売
却
し
た
〕
奴
隷
を
〔
占
有
者
に
対
し
て
所
有
物
取
戻
訴
権
に
よ
っ
て
〕
請
求
し
て
、
・

・
:
〔
汝
の
奴
隷
は
汝
の
意
思
な
し
で
は
所
有
権
を
移
転
で
き
な
い
の
で
〕
敗
れ
た
場
合
に
は
、
:
:
:
白
2
5
2
E呂
田
吉
田
は
残
っ
て
い
て
、
こ
の
た

め
に
、

a
e己
主
5

E
立
認
は
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
発
効
し
な
い
。
」

(
位

)

A
が

B
の
奴
隷
に
別
の
奴
隷
を
売
却
し
、

B
の
奴
隷
が
こ
の
購
入
し
た
奴
隷
を
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
売
却
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
ユ
リ
ア

l
ヌ

ス
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

B
が

A
に
対
し
て

M
5
5
号

M
W
5
g
E呉
市
を
行
使
し
て
く
る
場
合
に
は
、

A
に
は
巾
同
門
市
官
同
芯

論
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品
。
ロ
が
認
め
ら
れ
る
、
な
ぜ
な
ら

B

〔
の
奴
隷
〕
か
ら
購
入
し
た
奴
隷
の
占
有
を
当
初
取
得
し
た
が
、
そ
の
後
に
喪
失
し
た
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
、

奴
隷
の
占
有
者
に
対
し
、
『
包
三
国
品
目
円
色
。
に
よ
っ
て
訴
求
し
た
が
、
成
功
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
。

(
部
)
∞
。

σ巾
ロ
・
〉
ロ
呂
田
∞
日

(倒

)ω
・。
σ
2
Y
〉
回
目
・
∞
。
・

(
部

)ω
・
堅
固
門
町

0σ
巾
ロ
・
〉
ロ
ヨ
・
∞
]
戸
曲
言
明
白
色
巾
・

パピニアーヌス、意味不明な法律家か

{
付
肥
】

ハ
ン
ス
・
ア
ン
ク
ム
教
授
は
、
-
九
三

O
年
七
月
二
三
日
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
生
ま
れ
で
、
一
九
五
三
年
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
大
学
を
卒
業
。
こ
れ
と

前
後
し
て
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
、
パ
リ
大
学
で
、
ロ
ー
マ
法
、
ギ
リ
シ
ア
法
、
カ
ノ
ン
法
、
フ
ラ
ン
ス
法
史
等
に
従
事
し
、
一
九
六
二
年
に
『
パ
ウ
リ
ア
l

ヌ
ス
訴
権
史
』
に
よ
り
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
大
学
法
学
博
士
。
ラ
イ
デ
ン
大
学
法
学
部
講
師
、
員
外
教
授
を
経
て
、
一
九
六
五
年
よ
り
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ

ム
大
学
教
授
。
ロ
ー
マ
法
、
法
制
史
関
係
の
国
際
会
議
も
数
多
く
主
催
し
、
と
り
わ
け
、
ロ
ー
マ
法
エ
ク
セ
ゲ

1
ゼ
の
名
匠
と
し
て
の
名
声
は
国
際
的

で
あ
る
。
今
回
(
一
九
八
三
年
三
月
)
の
教
授
の
来
日
は
、
九
州
大
学
西
村
重
雄
教
授
の
御
尽
力
に
よ
り
、
日
本
学
術
振
興
会
の
招
聴
に
よ
っ
て
実
現

し
、
札
幌
の
ほ
か
、
福
岡
(
九
州
大
学
)
、
東
京
(
早
稲
田
大
学
)
で
も
研
究
会
が
開
催
さ
れ
た
。
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